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経済学研究第31巻鯵3号 25く641)

ドイツ化学工業独占体の展開

加来祥

はじめに

1904年にはじまる 2つの利主主共同体の結成によって存緩されたドイツ・タ

ーノレ染料工業ti，その後どのような発展をとげたのであろうか。ま九その

過程において科益共同体はしゃ速なる意義を有したのであろうか。こうした点、

を努らかにすることが本穣の謀館である。

1)郊審議「ドイツ化や工業における独占体の成政J(1)(2) (北海道大学 f経済学研究j

然30巻第1，2Jiふ 1980年〉を参照。

I 原料基

まず，染料生産に必要な原料の縄達事情がし、かなるものであったかを，タ

石炭泳中心にみていくこととしよう。

(司 タール，ターノレ蒸溺品

タ…ノレ回収ロークスの普及にともなってドイツのタ}ノレ生産は 1880年

代以降急増し， 1897年にはボーブムにドイツ・芥ーノレ合同販売布際会社

(Deutsche Teerverkaufsvereinigung G. m. b. H.)が設立されていたが，こう

した額向は 20世紀に入って…鴎顕著となっていった。第1表でみられるよう

に，タールのE反発，蒸留，蒸蜜品販売の各段諮でゑ業結合やシンジケートの

形成が進展したが，なかでも， 1905年に成立した2つのシンジケートはと

くに重要であった。その工つ， ドイツ・ベンゾ…ノレ連合有際会社 (Deutsche

Benzolverband G. m. b. H.， Bochum)は，従来，東爵ドイツのそれぞれで話

勤し，相主主に連繋していた2つのベンゾ…ノレ・シ γジケ…トが合間して成立

したものであり， ドイツで製造されるベンゾールの約80%をみずからの
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制下においていた。いま 1つのドイツ・タール製品連合有限会社 (Deutsche

Teerprodukte Vereinigung G. m. b. H.， Berlin)は，ドイツの巨大ター

磁会社の 1つであるタールm 石油工業株式会社 (AG. fur Teer-und ErdoI.・9

industrie in Berlin)のグレー?一世rof.Kra母mξr)の提案にもとづL、

されたものであり，ベンゾ…ノレ， カノレ 7ドル離をのぞく主要ターノレ製品のすべ

てについて，参加企業の念製品を翼いとって販売する機関であった。そして

これは，第 2淡の数字が示すように， 1906年の時点でドイツのタール蒸留品

の 90%~と学援していたのであるc しかも第3表?とよれば， ターノレ蒸留品につ

いては輸入が大きな意味をもったとは考えられなL、から， ドイツ関内ではタ

ール蒸留品のほとんどすべてがうえの 2つのシンジケートの規制下におかれ

ていた，といってもよいであろう。そしてこのことは，右の 2つのシンジケー

トの意向がタ…/レ蒸留品価格の動向?と作用することを予懇させるのである。

ドイツ化学工業利主主擁護連盟 (V告reinzur WahおおgderInteressぬ巾r

chemischen Industrtie Deutschlands E. V.)の第 29部総会 (1906年 9丹21

日〉の営業報告では， r価格を安定さ外関の競争に有効に対処するため

に参加企業は，数年来成果をあげ

ているベンゾール麗売連合の補完物

としてドイツ・タール製品連合を設

立したが， それは 1905年末に活動

を始めたj と記していた。

ここうした体制のもとで， ドイツの

ター 4表で示される

ように 1904-13年に 3.5倍の増大

を示した。これには五炭やコークス

技術的発展といっ

々の還要因が作用していたものと

られるヵi，他方では， ターノレ蒸留品

に対する 中心は依然としてタ

第2表 l怠06年， ドイツ・ターノレ生産量
および蒸留 く単位:千トシ〉

さ怠 震査 総 f量 718 

うち， コ タス・タ )1〆 443 
ガ、 ス・タ ー ノレ 275 

亀有 入 25 

戦 出 37 

国 内 j潟 護費 706 

議 留 !J ノレ f量 620 

うちJ'イツ・タ-/レ製品渡会 561 

うち，!Jー/レ利用翁際会 104 

ターノレ1 石油工業 120 

オ ノミー・コークス 25 

資料 F.A. Heydenreich， a. a. 0.， S. 
53， 83， 115， 119， 125， 136; Statistik 
des Deutschen Reichs， Neue Folge 
Bd. 181， S. II 31， 74， S. III 22， 44. 
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年 タ

第 1表 ターノレ販売・蒸留・蒸留品販売における独占の形成
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AG fur Holzverwertung 

und Imprauierung， 
Chalottenburg 

↓ 
Rutgerswerke AG 

ノレ 蒸 留

Chemische Fabrik， 

Hamburg 

↓ 
AG fur T巴er-und 

Erdalindustrie， Berlin 

051 一一→Gsellschaftfur Teerverwertung 

m. b. H.， Duisburg-Meiderich 

08 
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Rutgerswerke AG 

Deutsche Ammoniak-

Verkaufsvereinigung G. 

m. b.日.， Bochum. 

タ 蒸
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ロ口 売留ノレ

Westdeutsche Benzol-

vereinigung G. m. b. H.， 
Bochum 

Ostdeutsche Benzol-

vereinigung， Berlin 

販

Deutsche Teerprodukte 

Vereinigung G. m. b. H.， 
Berlin 

資 料 F.A. Heydenreich， Die deutsche Steinkohlenteerindustrie und ihre wirtschaftlichen Zusammenhange， Halle/S. 1931， S. 99-140. 

Deutsche Benzolverband G. ID. b. H.， 
BochuID 
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第3章受 ドイツのター/レ蒸縫糸輸出入

ナア!1!JY
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〈単位:千ト γ〉

ブェノーノレ

輸 出

3‘5 

4‘4 

3.8 

4.0 

3.2 

3.6 

3.6 

資料:Statistik des Deutschen Reichs， Neue Folge， Bd. 173，181， 189， 196， 231， 
241，270の貿易総計による

第4習後 ドイツのタール生産と蒸留 く単位:千トシ〉

225 492 

250 600 

06 275 443 718 620 S間 協 | 329(59)% 104(17)% 

07 300 556 856 740 673(91) 398(59) 128(17) 

08 318 632 950 812 76ヴ(94) 482(63) 151(19) 

09 330 747 1077 909 825く91) 556(67) 171(19) 

10 350 823 1173 984 884(90) 622く70) 2幻0(20)

11 360 851 1211 1042 号25(8号〕 668(72) 214(21) 

12 390 1021 1411 1150 l∞3(87) 802(80) 251(22) 

13 4∞ 1153 1553 1225 1118(91) 8宮8(80) 307(25) 

資料:F. A. Heydenreich， a.証. 0.， S. 53-54， 83， 119， 136. 

ーノレ染料工業からのそれであっ そして，やがて明らかとなるように，こ

の時揺のターノレ染料の生産伸び率はタール蒸留品のそれを大きく下廻ってい

ずこのである。とすれば，おの 2つのシンジケートの価格政策は，生裁が過剰

になりがちな状設のもとで{適格の下落を回jえするといういわば防衛的な性格
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第1図 ドイツのベシゾーノレ側務 (90%，100kg) 

マ
ル
ク

20 

10 

1号00 05 年ハ日

資料:F. Redlich， Die volks泌 irtschaftliche
tβ'5edez誕#~泌t1匁19der de 鋭fおscheωnTeerf.目rbet搾払zふ嶋

i初9匁nd:ぬz符tstl才炉惚， MunchenjLeipzig 1914， S. 

43. 

をもたざるをえなかった，ということになろう。現に，きわめて娘られたも

のでしかないが，ベンゾール価格は第 1額に示されるように安悲した動きを

示していた。また，原料価格の畿寅についてしばしば記録しているドイツの

3大タール染料会業の営業報告も， ターノレ議議品については何も触れていな

いのである。そして，化学工業利益擁護連盟総会の営業報告では，ターノレ蒸

留工業の動向はターノレ染料工業のそれによって規定されている， とし、った叙

述が多い。その主なものi，r拾い出してみると次のとおりである。

1905年9月22日，務総回総会一ーとくにつr:/トラペzンとナブタジンの錨務下手如主

題国務であったが，これはターノレ染料工務の結合によってひきおこされたものであり，

その繍格は余震在費の限界にまで達した。タ…ノレ染料製造外の工業的利用がわずかに拡

大したベンゾールは， 100kgあたり約23マノレFの{価格を維持したが多後方でト!J;;t

…ノレとキシ世ーノレの価格はこれと潟水準にまで下手書した。ブェノ…んの場合，戦争勃

発後綴粟が増大したが，仲介言語人は'i!tこるベ'i!需華客会予想して低価協で大議購入して

いたし，さらに一連の新潟毒剤による競争がはじまったために.上昇綴肉は持統せず，

街中島は 100マルグ念ややこえる緩皮で、大きな変動はなかった。年来になってやっと総

格は約120マルクにまで上昇した。

1906年号月 21弱，告書29回総会一ータール染料工業の矯要拡大によってベンゾーノレ

やとくにト pオールおよびその他の沸点の潟いタール油は，かなり言語箔格でも究行会

良好であったが，主皇アシトラゼンとナフタジンの{服務は{低水準のままであった。とい

うのは，需要が生産と問じテンポで増大しなかったからである。

1909王手9f:I 13 EI，第 32会総会一一コーノレターノレ潔留経常は，染料生畿の後退によ
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って同じ苦しみをあじわっている。というのは，ベγゾール，ナフタリン，アントラ

セシの消費が著しく減少したからであり，これは，懸命の宣伝によって小経営用モー

ターの運転や溶剤用のベンゾール利用が拡大したことによっては埋めあわせられなか

ったので、ある。

1910年9月17日，第33回大会一一今日ではタール蒸留所よりもコークス製造所の

方がかかわりが深いベンゾール市場の状況は，基本的には変化していない。ベンゾー

ノレ・シンジケートの更新によって，かりに価格は下落したとしても， ドイツのタール

染料工場に対する販売を数年間確保する可能性が切り拓かれた。……ナフタリ γ，ア

ントラセシに対する需要は昨年に比して基本的には変化していなし、。

こうしてタール蒸留品の調達は， ドイツのタール染料企業にとって大きな

問題とはなりえなかったのである。

(b) 石炭

さきにも触れたように， ドイツの 3大タール染料企業の年々の営業報告で

は原料価格の騰貴に対して深い関心が寄せられていたが，なかでも石炭価格

の騰貴についての指摘はとくに目立っている。事実，第 2図によれば， 1903 

年以降の好況期にドイツの石炭価格は上昇を示し， 05年以降の最好況期に

は「石炭不足」すらみられた。そしてこうした状況は，ターノレ染料企業に何ら

かの対応を迫るものであった。へヒスト (Farbwerkevorm. Meister Lucius 

& Bruning zu Hoechst am Main) の 1907年の営業報告は次のように記録

している。

1907年には石炭の調達はとくに困難であり，極端な石炭不足がきわめて深刻な問

題をひきおこした。石炭シγジケートは契約による義務を履行できる状態ではなかっ

たので，我々は，生産を維持していくために，大きな犠牲を払って品質の劣るイギリ

ス炭を購入しなければならなかった，と。

また，他方において，ベー・アー・エス・エフ (BadischeAni1in・undSoda-

Fabrik)，バイヤー (Farbenfabrikenvorm. Friedr. Bayer & Co.)アグファ

(A. G. fur Anilinfabrikation)から成る 3社同盟 (Dreibund)がみずから炭鉱

の所有に乗り出したのも 1907年のことであった。すなわち， 3社同盟は，の

ちに述べるようなやり方でレクリング、ハウゼン近くの鉱山共有組合アウグス

テ・ヴィクトリア炭鉱 (KohlenzecheAuguste Victoria) の鉱山持ち分を取



32 (648) 

第2図 ドイツの石炭価格(マルク/ト γ〉

経済学研究第31巻第3号
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資料:K. Wiedenfeld， Das Rheinisch.l事Testfa・
lische Kohlensyndikat， Bonn 1912， S. 

161.但し， 1912， 13年のエツセγ取引所

価格は，E.Wagemann， Konjunkturlehre， 

Ber lin 1928， S. 280により補充.

第 5表アウグステ・ヴィクト

リア炭鉱の石炭生産

(単位:千ト γ〉

年 |生産量

193|:;; 
11 

12 

623 

700 

13 715 

資料 BadischeAnilin. & Soda. 
Fabrik Ludwigshafen/R. 
Bericht des V orstandes 
und des Aufsichtsrates 
uber das Geschaftsjahr 

1911， 1912; Farbenfabri. 
ken vorm. Friedr. Bayer 

& Co. Elberfeld. Bericht 
des Vorstandes und Auf. 

sichtrates pro 31. Dez. 

1908; Die BASF， 5. Jg.， 

H. 2， 1955， S. 59; L. F. 
Haber， The Chemical 
Industry 1900-1930， 
Oxford， 1971， p. 124. 

第6表 ベー・アー・エス・エブの

燃料消費(単位:千トシ〉

年 | 消費 量

1905 301 

資料:Die Badische Anilin. & 
Soda.Fabrik， Ludwigs. 
hafen o. J.， S. 25. 

得した。そしてこの炭鉱の石炭生産高は第 5表で示されるように急増し，そ

の一部は，ベンゾール工場を備えた自己のコークス製造所においてコークス

化されていた。 1913年にはこの炭鉱のコークス生産量は 29.6万トンであっ

たという。他方において， ベー・アー・エス・エフの燃料消費量は第 6表にみ
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られるとおりであったから，この両者を対照してみれば，この炭鉱の取得が

3社同盟にとって， 安定した燃料の確保という点で少なからざる意義を有し

ていたと考えられる。現に，ベー・アー・エス・エフ，パイヤ一両社の営業

報告では， 1908年以降石炭についての記述は(アウグステ・ヴィクトリア炭

鉱についてのそれを別とすれば)みられなくなっているのである。

へヒストの場合は石炭は外部から購入されていたし， 1907年恐慌後の石炭

価格の下落は比較的軽微であったから， ここでは石炭調達問題が消失したと

は考えにく L、。にもかかわらず， へヒストの営業報告においても 08年以降

石炭調達についての記述はそれ自体としては姿を消している。そして 1912年

の営業報告では次のように記されている。

もし新たな政治的紛争がおこらず，石炭，硝石，黄鉄鉱，亜鉛粉といった原料の著

しい価格上昇がふたたび、経営の改良によって吸収されるならば， 1913年に対する展望

は決して悪いものではない。

ここでは，原料価格の上昇が依然として企業収益を圧迫する要因であった

ことが示唆されているが， これに対してへヒストが種々の合理化をもって対

応していたことも明記されているのである。

1)以上の過程については， F. A. Heydenreich， Die deutsche Steinkohlenteer-

industrie und ihre wirtschaftlichen Zusammenhange， Halle/S. 1931， S. 

103-135.~こよる。

2) Die Chemische Industrie， 15. Okt. 1906， S. 531. 

3)ちなみに， 1904-13年にドイツの石炭，コークスの生産にそれぞれ1.6， 2.4倍に

増大した。 W.G. Hoffmann， Das Wachstum der deutschen Wirtschaft seit 

der Mitte der 19. Jahrhundert， Berlin/Heidelberg/New York 1965， S. 

340-343. 

4) Die Chemische Industrie， 15. Okt. 1905， S. 585; 15. Okt. 1906， S. 531; 15. 

Okt. 1909， S. 623-624; 15. Okt. 1910， S. 616. 

5) Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning Hoechst am Main. Bericht des 

Vorstands und Aufsichtsrats an die Generalversammlung vom 9. Mai 1908. 

6)以上，アウグステ・ヴィクトリア炭鉱問題については W. Kissel， Die Inter-

esse品 Gemeinschaftender deutschen Teerfarbeni珂dustrieunter besonderer 

Berucksichtigung der erzielten Ergebnisse， Diss.， Koln Wintersemester 1924/ 
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25， S. 29， 41-42; L. F. Haber， The Chemical Industry 1900-1930. Inter-

nation.al Growth and Technical Change， Oxford， 1971， p. 126 (以下， L. F. 

Haber， 1900-1930.と略す);B.日orin，Uber die Geschichte und die Betriebs-

verhaltnisse der Zeche Auguste Victoria， in: Die BASF. Aus der Arbeit der 

Badischen Anilin-& Soda-Fabrik AG， 5. Jg.， H. 4， 1955.による。ピンダーナー

ゲノレは， 1909年のアウグステ・ヴィクトリア炭鉱の石炭生産高を 30万トンである

とし，これは合計で 2，000トンをこえる 3社の石炭日消費量に比して不十分である

として， 次のように述べている。「炭坑の完成によって年産総量は 200万トンにま

で上昇しうると考えられたが， この期待は残念ながら誤まっていた。そして， こ

の炭坑は今日までのところ利益共同体のいわば厄介者で、ある」と。 F.Bindernagel， 

Die Zusammenschlusbe即 egungin der deutschen chemischen Grosindustrie 

kunstlicher Farbsto]e (Teerfarbenindustrie)， Diss.， Fra-nkfurt(M. 1923， 

S.71.たしかに，アウグステ・ヴィクトリ炭鉱で産出された石炭が3社の石炭需要を

まかないきれたと考えることはできないであろう。また，この炭鉱では 1911年から

労働力不足が指摘されはじめ， 12年にはストライキも発生している。しかし，第5

表で示される産出高(とその資料の信怒性〉にてらして，ピンダーナーゲルの見解は

妥当性を欠くように思われる。なお，アウグステ・ヴィグトリア炭鉱とライ γ.ヴェ

ストファーレγ石炭シンジケートとの聞には 1911年に販売についての協定が結ば

れたことも看過されてはならない。この協定の内容は必ずしも明らかではないが，

とれについてキッセルは次のように述べている。アウグステ・ヴィクトリア炭鉱に

よって「需要をまかないきれないときには，不足分を石炭シγジケートをとおして

容易に規則的に得ることが可能であったJと。 BadischeAnilin-und Soda-Fabrik 

Ludwigshafen/R. Bericht des V orstandes und des Aufsichtsrates uber die 

Geschaftsjahre 1907-1913; Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Bericht 

der Direktion und des Aufsichtrates 1907-1913. 

7) Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning Hoechst am Main. Bericht des 

Vorstandes und Aufsichtrates an die Generalversammlung vom 3. Mai 1913. 

E賃金

3大企業の営業報告において，原料の騰貴とならんで度々指摘されている

のが賃金の上昇ないし引き上げである。事実，第 7表によれば，ベー・アー・

エス・エフの平均賃金は年々上昇しており，この動きは，恐慌と不況のなか

で雇用労働者数が減少した 1908，09年にも貫徹している。 06年 1月，会社設

立以来はじめてのストライキによって賃金引き上げを承認させられたベー・
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年 lF)lL二JLLプト
1904 1，029 

05 1，048 1，219 6，972 

06 1，098 
1，352 7，244 1，046 5，861 2，042 1，503 (1，061) 

07 (1， 108) 1，434 7，711 1，106 6，274 2，115 1，537 

08 (1， 129) 1，466 7，554 1，152 6，087 2，005 1，746 

09 (1， 135) 1，485 7，527 1， 138 6，511 2，145 1，818 

10 1，182 1，564 7，621 1， 183 6，842 2，100 1，885 

11 1，219 1，596宇 7，743 r 1，196 7，160 2，156 2，020 

12 1，258 1，623 8，640 1，229 7，885 2，069 2，117 

13 1，724 10，186 1，293 8，386 2，213 2，232 

註:1)賃金・俸給支払額÷労働者数， ( )内は賃金のみ
資料:Die Chemische lndustrie， 15. Okt. 1906， S. 528; 1. Okt. 1907， S. 471; 15. 

Okt. 1908， S. 604; 15. Okt. 1910， S. 611; Beilage zum 15. Okt. 1913， 
S. 10; Badische Anilin-& Soda-Fabrik Ludwigshafen/R. Bericht des 

Vorstandes und des Aufsichtsrates uber die Geschaftsjahre 1905-1913; 

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Elberfeld. Bericht des 

Vorstandes und des Aufsichtsrates 1906-1913. 

プー・エス・エフの経営陣は，その後，強硬姿勢に転じていったが，同時に

他方では，みずからの主導性のもとに賃金引き上げを行なったのである。強

硬姿勢を貫くためにも，それが必要だったのであろう。パイヤーの場合には，

労働者については 09年に，職員については 12年に，平均賃金ないし俸給のわ

ずかな減少がみられるものの，趨勢としては同様の上昇傾向が認められる。

へヒストにおいても，第8表が示すように，各職種毎に入社時の年齢およ

び勤続期聞を基準とする賃金表を一層小刻みにする形式で賃金の引き上げが

実施されたし，これに加えて，物価上昇に対応するための物価上昇付加金

(Teuerungszulage)の支払いもしばしばなされたのである。

だが，これだけではなかった。資料的制約からベー・アー・エス・エフ，ノミ

イヤーの 2社についてみれば，第9表から明らかなように，両社においては，

疾病保険をはじめとする法的に規定=強制された福利厚生費の外に，それを
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第 9表 ベー・アー・エス・エフ，パイヤーの福利厚生費

l ベー・アー・ェス・エプ l パ イ ヤ

年|法定|任意 I~A殺す|
， --~一，

千マルダ 千マルタ マルク 千マ!"レ 千マルタ マルク

1904 279 591 173 812 

05 267 909 130 

06 291 964 133 191 1，337 182 

07 340 1，002 130 194 1，573 201 

08 334 1，276 169 209 1，587 203 

09 352 1，380 183 225 1，665 200 

10 449 1，456 191 261 1，773 203 

11 371 1，863 241 238 1，949 212 

12 421 2，347 272 271 2，257 226 

13 609 2，895 284 389 2，602 245 

資料:第7表に同じ。

はるかに上廻る任意の福利厚生費が支出されていた。それは，絶対額におい

ても，労働者ないし就業者 1人あたりについてみても急速に増大し， 1913年

には平均賃金(ないし賃金・俸給をあわせた平均額)の16.5%を占めていた

のである。こうした賃金の上昇，福利厚生費の増大は，企業収益を圧迫す

る，少なくともその可能性をふくむものであった。

1) W. Breunig， Soziale Verhaltnisse der Arbeiterschaft und sozialistische 

Arbeiterbewegung in Ludwigshafen am Rhein 1869-1919， Diss.， Ludwigs. 

hafen/R. 1976， S. 467-501. 

2) Farbwerke vorm. Meister Lucius & Bruning Hoechst am Main. Bericht 

des Vorstands und Aufsichtsrats an die Generalversammlung vom 22. Mai 

1907， 9. Mai 1908 und 4. Mai 1912. 

E 製品市場

1913年の世界の染料生産についての推計を示すと第 10表のとおりであ

る。生産額と生産高においてドイツの占める割合にかなりのズレがあるが1)

いずれにしてもドイツのターノレ染料生産が世界において圧倒的地位を保持し

ていたことは明らかである。そして， これを基準とすれば， ドイツで生産さ

れたタール染料の約 80%が輸出されていたのである第 11表を参照)。そこ
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第 8表へヒストの賃金表

入社年齢 L一一運 転 工 ! 

勤続期間 190昨 11906年 5 月 11907年 3 月 11908~12月|四1昨 3 月 1191昨1叫911年 3 月|四時 3 月[

14 ーは 15 15 15 15 15 15 

14一41一14-2 1 16 16 16 16 16 16 

14一2l一14-
4 
3 

17 17 17 17 17 17 

吋-15 18 18 18 18 18 18 

1 
19 19 15 -154 1.70 19 19 

19 19 

15-41-15 2 1 1.80 20 20 20 20 

15一21一15-
4 
3 

1.90 20 20 21 21 21 21 

151-16 2.00 21 21 22 22 22 22 

16 -16"I 2.10 22 22 23 23 23 23 

16-41-16 2 1 2.20 23 23 24 24 24 24 

16一21一16-3 4 24 24 25 25 25 25 

1寸-17 25 25 26 26 26 26 

17 ーη 26 26 28 28 28 23 

17"I-17一2 
1 

27 27 29 29 29 29 

17-21-17 
3 
4 

28 28 30 30 30 30 

171-18 29 29 31 31 31 31 

1 
18 -184 30 30 32 32 32 32 

18-41-18 2 1 33 33 33 33 

18~-18~ 2 ~V 4 34 34 34 34 

寸-19 35 35 35 35 

19 -1寸 2.80 36 36 36 

2.80 
19~-19~ 36 

4 ~~ 2 

19~-19~ 2 ~~ 4 

19立-20
4 

1 37 20 -202 3.00 

20~-21 2 

1 
21 -212 
21~-22 2 

22 -23 

23 -24 

24歳以上

l週間 31 31 

4 イシ 32 32 

6 4シ 3.10 38 

8 ク 33 33 
勤

一1 年 34 34 37 37 37 39 
4 

1 
35 38 38 40 一2ータ 3.20 

続
3 39 41 

←4 ーク

1 イシ 3.30 35 36 38 39 40 42 

期 2 ィシ 3.40 36 37 39 40 41 43 

3 ど少 3.50 37 38 40 41 42 44 

4 ク 3.60 39 41 42 43 45 

間 5 ク 38 40 42 43 44 46 

6 ィク 3. 70 

7 タ 39 41 43 44 45 47 

8 タ 3.80 

9 タ 40 42 44 45 46 48 

資料:へヒストのアノレヒープ資料による。

錠前

山年|

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

(単位:1906年まではマルク/日，それ以降ププェニヒ/時間〉

工・鍛接工|建 設 部 |桶職人

1912年 1191咋 11911年 11912年 11913年 11912年|即年

徒弟

1年目 7

2 15 

3 20 

34 34 31 33 34 29 32 

35 35 32 34 35 30 33 

36 36 33 35 36 31 34 

37 37 34 36 37 32 35 

38 38 35 37 38 33 36 

39 39 36 38 39 34 37 

40 40 37 39 40 35 38 

41 41 38 40 41 36 39 

42 37 
42 39 41 42 40 

43 38 

39 

43 44 40 42 42 
40 

44 45 41 43 44 41 42 

45 46 42 44 45 42 43 

46 47 43 45 46 43 44 

47 48 

48 49 

49 50 

50 51 

44 46 47 45 

45 47 48 44 46 

46 48 49 47 

47 49 50 45 48 

48 50 51 46 49 

49 51 52 47 50 

50 52 53 48 51 

51 53 54 49 52 

50 
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で輸出市場をや心にみていくこ

ととしよう。

11 よ 3閣によっ

てドイツ・ターノレ染料輸出の猿

移なみると， 1905-13年のあい

だに輪出量は1.5倍，輸出額は

1.3倍の増大を示したことがわ

かる。そしてここでは，次の 2

つのことが特徴的なのである。

なわち，第 uこ~そのテンポ

がやや緩慢になりながらも依然

として櫛格が低下していたこと

であり，第2に，輸出

第 10淡 世界のターノレ染料金援 (1913年〕

(等生佼:百万""1レム二千トシ〉

間 名 生~額 D 生産量潟 2)

}ご 〆f ツ 288 ( 74) 140 ( 86) 

ス イ ス 28 ( 7) 10 ( 6) 

イギ予 メ、 25 ( 6) 4 ( 2) 

ブラ 〉ノス 21 ( 5) 1 ( 1) 

アメ Pカ合衆国 13 ( 3) 3 ( 2) 

そ の 総 14 ( 4) 4 ( 2) 

ぷ口斗 計 389 (100) 162 (100) 

資料 1)F. Thissen， Die Stellung der 
deutschen Teerfarbeni持dusrie
i匁 derWelt掛かtschaft(vor， 持

und nach dem Kriege)， Diss.， 
Gieβen 1922， S. 18. 

2) Die Chemische Industrie， 19. 
November 1932， S. 895. 

していたことである。より立入って，まず製品種類別にみれば，イ

ンジゴでは総出最は 3倍に増大しながら，輸出額の増大は 2倍強にとど変っ

第3関 ドイツターノレ染料の輸出 (1800-1ヲ13年〉

千トン

100 

50 

1380 

輪出額(右 EI縫り〉

85 90 95 1900 05 10 年

資料 StatischesHandbuch fur das Deutsche Reich， 2， Teil， S. 16-27， 
226-227，第11表

EilJマルク

200 

100 

50 

20 



品
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由
日
⑦

商
議
牧
草
晴
間

識

ωH
拙
附

瀦

ω
中

(単位:ト九百万マルク〕

…染-lアリザリ γ染料 | ィ… ( タール
年

輸出量[輸出額 輸出量|輸出額輸出量|輸出額 輸 出 量 | 輸 出 額 輸 出 量|輸出額

1905 36，570 100. 7 19，421 23.9 9，339 15.5 11，165 25. 7 76，495 165.8 

06 42，431 119.0 12，669 13.6 11，873 22.6 12，730 31. 6 79， 703 186.3 

07 43， 716 112.4 8，704 8.1 10，442 23.4 16，353 42.6 79，215 186.5 

08 39，031 99.1 7，045 6.5 8，847 21. 0 15，456 38. 7 70，361 165.2 

09 47， 784 117.7 7，882 7.5 9，750 22.9 16， 106 39.5 81，522 187.5 

10 49，997 125.8 7，329 7.2 9，220 21.3 17，564 39.6 84，110 193.8 

11 52，480 116.5 7，485 7.2 9，624 19.6 21，618 41.8 9，207 185.2 

12 59，696 133.8 7，559 6.5 11，589 23.6 24，827 45.2 103，671 209. 2 

13 64，288 142. 1 7，265 5.9 11，040 21.6 33，353 53.3 115，946 222.9 

ドイツのターノレ染料輸出第 11表

資料:第3表に同じ。
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ている。また，アニリン染料でも輸出量は1.8倍，輸出額は1.4倍の増大と

なっており，これらの染料では，価格が低下しながら輸出量が増大していた

のである。これに対してアリザリン染料の場合，若干の増減はありながらも

輪出量はほぼ同じ水準で推移しているのに，輸出額はむしろ増大している。

さらにアニリ γ染料中間品では，輸出量，輸出額ともにむしろ減少気味であ

る。こうして，部分的には価格の上昇がみられながらもそれが支配的にはな

りえず，また，一部の染料において輸出量が減少したり停滞的であったこと

が，全体の増大テンポを小さくしていたのである。

次に輸出市場の構成の考察に移ろう。第 12表によると， ドイツ・タール

染料の輸出先では，アメリカ合衆国，イギリスがそれぞれ約 20，15%を占め

て，依然として主要な市場であるO 他方，オーストリア=ハンガリー，イタ

リア， ロシア，フランスといったヨーロッパ諸国向けの輸出は，絶対額にお

いて停滞ないし減少を示し，そのためにその割合は低下している。これに対

して，中国， 日本，英領インドといったアジア諸国向けの輸出は増大してお

り， この 3国向けは全体の 20-25%を占めていた。とくに中国向け輸出は急

速に増大して， 1913年にはアメリカを抜いて第 l位の座を占めた。こうして

ドイツのタール染料は，その内部構成を大きく変化させながら世界各地に輸

出されていたのである。これは， ドイツのターノレ染料生産が全世界のそれの

8割前後を占めていたことの別の表現でもあった。 と同時にそれは，タール

染料の市場構成をドイツの他の工業諸部門のそれと著しく異ならせることと

なり，その点でタール染料工業はドイツ工業のなかで特殊な位置を占めるこ

ととなったのである。また， ドイツのタール染料の輸出市場が大きく変化し

たことについては，各国における対応もみておかねばならない。ここでは関

税と特許法との問題をとりあげることとしよう。

19世紀末葉の保護関税化の世界的な動きのなかで，染料もその例外ではな

かった。 ドイツのターノレ染料の主要な輸出先のいくつかについて，関税率の

推移を示すと第 13表のとおりである。各国間で相互に，また同ーの固におい

ても時期や染料の種類によって多様ではあるが，これらの諸国においては何



品

N

(

∞印∞)

〔単位:百万マルク〕ドイツ・ターノレ染料の輸出先

国i日
第 12表

年lN品|イギリスI7pqイタリアトシア|ベノ叶ブラ勺
γ刀 y-

爾
惜
崎
山
判
事
冷

漉
印
N
北
附

戦
ω
由
叩

輸出額計

1905 32.2(19) 24.8(15) 17.7(11) 9.4( 6) 16. 1(10) 4.4( 3) 7日 111.6( 7) 9. 1( 5) 8.7( 5) 24.6(15) 165. 8(100~ 

061 41. 5(22) 27.6(15) 17.9(10) 10.2( 5) 13.6( 7) 4.8( 3) 5.6( 3) 13.9( 7) 17.6( 9) 9.5( 5) 24.7(13) 186. 3(100~ 

071 39. 5(21) 27.7(15) 12.3( 7) 10.3( 6) 14.9( 8) 4.2( 2) 5.6( 3) 16.7( 9) 20.8(11) 9.5( 5) 25.2(14) 186. 5(100~ 

08 31. 9(19) 24.5(15) 14.6( 9) 9.6( 6) 12.2( 7) 3.6( 2) 6. 3( 4) 12.3( 7) 1. 7(610) 9.4( 6) 24. 1(15) 165.2(100:; 

09 42.7(23) 26.0(14) 17.2( 9) 1O.8( 6) 11.3( 6) 4.4( 2) 6.8( 4) 13.4( 7) 18.2(10) 9.9( 5) 26.8(14) 187. 5(100~ 

101 38. 8(20) 30. 1(16) 17.1( 9) 10.6( 5) 13.4( 7) 4.4( 2) 6.8( 4) 16. 1( 8) 15.6( 8) 11.2( 6) 29.7(15) 193.8(100) 

111 37.1(20) 27.6(15) 15.5( 8) 10.0( 5) 9.0( 5) 5.2( 3) 5. l( 3) 25.2(14) 13.2( 7) 10.2( 5) 27. 1(15) 185.2(100:; 

121 46.1(22) 30.5(15) 16.5( 8) 10.7( 5) 9.3( 4) 6.0( 3) 5.7( 3) 27.0(13) 13.5( 6) 13.4( 6) 30.5(15) 209. 2(100~ 

13 39.8(18) 28. 6(13)1 16.5( 7) 11. 2( 5) 8.7( 4) 6.8( 3) 6.5( 3) 45.9(21) 14.8( 7) 13.3( 6) 30.8(14) 222. 9(100~ 

他のそ
領
ドγ

 

英
イ本

資料;第 11表に同じ。
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らかの形でタール染料に対する関税が設定されていた。そじてこ作は， ドイ

ツのタール染料工業にとっては大きな脅威であったで、あろう。化学工業利益

擁護連盟や 3大企業の営業報告においては，関税問題に対して深い関心が寄

せられていたのである。しかし，こうした関税がいかなる意義を有していた

のかという点については，なお検討が必要である。そこで第 13表にかえり，

その他の事例をもあわせてみると，中間製品に対しては低く，完製品には高く

関税が設定されている場合が多L、。これは，中間製品を輸入し，それを自国

第 13表 各国のターノレ染料関税率

a)アメリカ合衆国 〔単位:従価，パーセγ ト〕

染料種類 1897年 1909年 1913年

ア ニリシ油 20 10 

ア γ トラセシ 20 20 

アニ日 γ 染料 30 30 30 

アリザリ γ 30 

イ γ ジゴ 13/4 -1O~，} 1'13/4ー 10j..iボノト

資料 W.Hayens， American Chemical lndustry， New 

Y ork， Vol. 1， 1945， pp. 432-434; Vol. 2， 1945， pp. 
333-339. 

b) 戸 γ ア

染 料種類

ターノレ染料

イ γ ジゴ

1897年

2100 

495 

(単位:コベイカ/プード〉

1900年

2100 

544.5 

資料 E. Zweig， Die russische Handelspolitik seit 
1877，Leipzig 1906， S. 165-166. 

c)オーストリア

染 料種類

ターノレ蒸留品

ターノレ染料

アリザリシ

イ γ ジゴ

(単位;従価，パーセγ ト〉

1892年 1906年

1. 50グルデ γ1100咽| 12% 最高 459oーネ1100匂

資料J.Glaser， Die chemische lndustrie Osterrei訪s

und ihre Entwicklung， Berlin 1918， S. 26. 



44(660) 

d〕日"本

染 料 種 類

アニリ!γ 染料

アリザリシ染料

経済学研究第32巻 第3号

(単位:従価，パーセγ ト〉

1899年

10 

10 

1905年 1906年

15 12.30円/育斤

15 19.50-27.80円/百斤

1910年

7.00円/百斤

7.00円/百斤

イ γ ジゴ(乾) I 10 15 63. 40円l冒斤 40.00阿l百斤

イ γ ジゴ(液)I 10 15 30 20 

資料:W明治大正財政史』第8巻，経済往来社， 1959年， 177， 217， 260， 372-373ベ

ージ。

内で染料にまで製造しようとする意図にもとづくものと考えられる。しかし

実際には，関税率の格差が不十分で、あったり，染料が中間製品として輸入さ

れたりしたために，そうした意図は必ずしも功を奏さなかった。また他方で、

は，繊維業者たちは安価で良質の染料を求めて関税率の設定・引き上げには

反対であった。こうして，各国の染料に対する関税の設定は一貫性の乏しい

ものとならざるをえず， したがってその効果も，関税を設定した側からみれ

ば，きわめて限られたものでしかなかったのである。

いま 1つの問題は特許法である。フランスの特許法では製造法に対する特

許権が自動的にその製品を包括するとされ，また特許を得た製品の輸入が禁

止されていたために，ドイツのターノレ染料企業は 1880年代からフランス圏内

に支社工場を建設していたが，この時期に大きな問題となったのはイギリス

における 1907年の特許法改正であった。 これによってイギリスで取得され

た特許はイギリスで実施されねばならなくなったからであり，現にドイツの

タール染料企業は，後にみるように，これに対応してイギリスに支社工場を

建設したのである。この点では，イギリスの特許法改正が大きな意味をも

ったことはたしかである。しかし， 1909年の特許訴訟における判決は，原告

に，イギリス圏内で特許を実施しないことによる独占の濫用が存在すること

の提示を義務づ、けた。このために改正特許法の効果はほとんどなくなってし

まったのである。

スイスとの間で特許法問題が具体化したのもこの時期であった。 1888年

に発布されたスイス特許法は，化学工業をその適用から除外したが，これは
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スイスのターノレ染料会業に有制に作用していた。それらは外閣の発務をど模撒・

採用することができにまた，自白の発切については外醤でその特許を取得す

ることができたからである。そのため，とくにドイツのタール染料工業はス

イスに特許法の改正を強く要求していた。そして， 1904年のドイツ・スイス

通商条約更新の討議に際してドイヅ側はこのj穏期をとりあげ， 1907年末まで

にスイス特許法の瀧用範閤が化学工業を含むように改正されない場合，スイ

ス製染料に関税さと課す， として圧力なかけたのであるo1907年にスイス特

許法は改正されたが，これについては，単にドイツだけでなく他の諸霞から

も批判が寄ぜられていたこと，スイス・タ…/レ染料工業がみずからの技術

力に自信をもつにいたっていたこと，といった要因が働いていたものと

られムスイスの特許法およびその改正がドイツ・ターノレ染料工業にとって

いかなる意義含有していたのかについては速断言ど慎まなければならないが，

少なくとも 07年の改正がドイツ・タ…ル染料工業の科警合そこなうもので

なかったことはたしかであろう。

こうして 20没総初頭以来の関税，特許法は，それぞれに重大な意味

みながら，実醸の有効性はわずかなものにすぎなかったのである O 関税や特

許法によって保護・脊成されるには，外国のターノレ染料工業はあまりにも臆

弱であった。少し具体的にみよう。

アメリカ合衆闘では，第 1次投界大戦勃発前に染料製造企業が7社存夜し

ら染料製造を行なっていたのはそのうちの 2社にすぎず，他の

5社は，中間製品の供給言ピドイツに仰いでいたのである。そして，これらの

3千トシであり，これは国内消嚢殺のおよそ 13%を占める

にすぎなかった。また，持持期のイギりスのタール染料生藤高は 4守二トンと

されるが，これは器内消費量の 20%であり，主として低級品であったと

い10フランスでは， りヨ γ，パリを中心『こ 10の染料製造企業が存哀した

が，そのうち 5設はドイツの企業であった。さきにも述べたように，フランス

特許法の障害者古克服するためにドイツのタール染料企業はフランス

していたのでトある。これに対してフランスの念業は 1社宅ど徐



46 (662) 経演学研究第31巻 第3-1李

いて，輸入された中消製品の加工に特化しており，その生産量は居内消、費量

のわずか 10-15%な満たしたに?ぎなかった01"シアの事情もプランスのそ

れに怒ていた。ここでは，副産物侵IJ佼炉の建設が始まったのは 1910年のこ

とであったから，ロシアで行なわれたのは，主としてドイツから輪出される

中関製品の加工であったし，その加工においてもドイツの企業が大き

をlおめていた。 1876年以来の ドイツのターノレ染料金業に二子会社

や支社工場の建設安保していたのであるの

以上の誘導例が示すように， ドイツのタール染料工業は他の諸欝のそれに対

して倒的な強さをど保持していた。そして，外爵におけるドイツ・タール染

料企業の子会社や支社工場は，関税や特許訟という制約ないわば空務先させ

る役i裂を果たしていたのである。とはいえ，このことは，関税や特許法がド

イツの染料企業に持らの影響をども及ぼさなかったということを主意味するもの

ではない。染料の飯売量は関税の動きに敏感に反応したであろうし， さら

に，支社工場の建設合強いられるということになれば，それは誌額の出費を

要ずるものだったからである。ドイツのタール染料工業がこうした務題に対

して神経を尖らせたのも当然であった。

同時に， ドイツ・タール染料工業は，これとは性格を異にする，これ以上

に深刻な関完きをもかかえていたのである。この点をみるために，いま一度第

3図にかえろう Oこれによると，ドイツのタ…ノレ染料輪出盤は， 1907， 08年に

は， 1883年以来 24年ぶりの減少な示している。そしてそれが 05-13年の輸

出畿の増加率を引き下げていたので、ある。この輸出設の減少は 07年恐競によ

るものと考えられるが，このように，タール染料工業の動向が景気循環のそ

れと直接的な対応関係なもっというのは新しい苦手簸であった。というのは，

タール染料工業は，これまで，或存の天然染料や部分的には合成染料に対し

新たに開発された新製品，新生室長方法による代替・駆逐過程をとおして

発展してきたのであり，その限りでは，景気循環，とくに繊維工業の動向と

直接にかかわることがなかったからである。したがってこの新事態は，天然、

染料との代替過程の完了によって，援米のタール染料工業の発展のあり;かに
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変更を追るものだったのである。もっとも， ターノレ染料内部で，新製品の開

発や生産方法の改良が継続的に行なわれれば，従来の発展のあり方は維持さ

れえたであろう。そして，建染予定料や議化染料のような新領域での滋発が統

行していたことも事実である。しかし，それも部分的なものにすぎなかった。

としてみれば，この雲寺期には新製品・新設政方法の開発は次第に鐘和化

しつつあったのであり，現に，利益共肉体白身がそうした認識宏成立の 1つ

の契機としていたのである。 また，ターノレ染料工業全体の発展がうえのよう

なものであるとしても，独占的区大企業にとっては，みずからのシェアな拡

大することによって発展をとげるという可能性もあったであろう O しかし，

もともと集中が進んでいたドイツ・タール染料工業にあっては，そうした余

地もきわめて限られたものでしかなかったと考えられるのである。

以上のような状抵は，ドイツのタール染料企業に対して，一方では既存製品

の一層の低様化・高級品化をはかりながら開時に揺格の低下を抑えることを

迫札さらには，染料以外の新しい分野への進出をも要藷するものであっ

これまでにみていた諸条件のもとで， ドイツ・ターノレ染料工業の利議共同

体が，あるいはそれを構成した藷食業がどのような展開をとげたのか，次に

みることとしよろ。

1)ここで問緩となるのは， 1つには品質の相違であり， いま 1つには， ドイツ企業の

外国交校工場での生産がどのように処怒されているのかということである。鯵 10

表における夜分比のズレに注目したハノレツハイムは， ドイツの生家織の数字は，フ

ランスと P シアの支社工場分を会;;:，."イギリスのそれを含んでいない，と解釈して

いる。但し，円七学工業i自身には， r戦前ドイツは，官主契生産の 85%，その外図工

場分を含めると 90%を占めていたJと記されている。また，ウンゲヴィッターの染

別の推計では， 1913年のドイツのターノレ染料主主重量絡は 12橡 7万ト γ 〈世界生産の 82

%)， ドイツ企業の外閣支社工場造の生立を潟は 171トン([湾， 6%) となっている。

R. Harzhei骨Z，Die Entwicklungsgeschichte der Teerfarb閥 均d泌strie 匁 Deut.

schland， Diss.， Koln 1953， S‘52; Die Chemische 1.匁dustrie，19. Novemb記E

1932， S. 895; C. Ungewitter (波rsg.)，Chemie in Deutschland. Uberblick und 

Ausblick， Berlin 1938， S. 21. 

2) ピンノウもまた， ドイツで生産されたタ…ノレ染料の 5分の4が検出された，として

L、00 H. Pinnow， Zur Eタi搾揖erungan die 75. Wiederkehグ desGru持du揖gs-
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tages der Farbwerke voグm.Meister Lucius & Bruning， Munchen 1938， 

S. 106. (以下， H. Pinnow， Zur Erin持eru鍔g刷と絡記)，同じくピンノウによれ

ば， バイヤーの染料・薬あの約7分の6が外関で販売されていた。 H.Pinno弔問

汚Terksgeschichte.Der Gefolgschaft der Werke Leverkusen， Elberfeld und 

Dormage認 zurEri蹄nerungan die 75. Wiederkehr des G柑 ndungstagesder 

Fa沖 enfabrikenvoグ持~. F'riedr. Bayer & Co.， M世nche滋 1938，S. 136. (以下，

H. Pinnow， Werksgeschichte.と略記〕

めたとえば，化学工業利益擁護逮畿の 1907年の総会における営業事長告では， r需主きが
ますます増大することによって，外関でも，繁栄するドイツの工業に対してもっと

効果的な競争さとおこそうとする努力がなされ，遺憾なことにこの努力は，通喜善条約

によって綴定された関税なその支柱にしているJ， と記録されている。 DieCh払

mische 1:持dustrie，1. Okt. S. 475.また， 11年にはゑ「現行の通商関税条約のほと

んどがゆ16年には鶏限切れとなるので，来年にはすでに，将来締結されるべき漁海

条約の準備なし怠ければならなし、。…・・ドイツエ漆家中炎渡合，滋翼連条約準備本部，

吾々 の連盟の闘で、成J.Lしている利益共同体は，その内部でこの間懸念討議し，その

総菜を政府に知らせることが必裂であるJ，と警警かれている。 DieCh鱗 ischelndu-

strie， 15. Okt. 19日， S. 586. 

4)フランスや開シアの関税も，中間製ぷ?と対しては完製品よちも低い際税が設定され

てし、た。L.F. H心 理 主，1900-1930.， p. 158， 180. 

5) L. F. Haber， 1900-1930づ p.158， 180; J. Glaser， Die Ch白銀ishe lndustパe。sterreichsund ihre Entwicklung， B告主lin1918， S. 26-27. 

6) L. F. Haber， The Chemical 1鍔dustryduring the Nineteenth Century. A 

Study of the Economic Aspect of A1う，pliedChemistry in Eur.ote and North 

America， Oxford， 1958， pp喪 114，200-202. L. F.ハ…バ-IT'近代化繁工業の研究

ーその技者5・経苦杯史的分析-.lI，7.I¥.野五郎訳， 北海道大や図書妻子u行会， 1970年，

160-161， 278-280ベージ〈以下， L. F. Haber， The N伐 eteenthCentury.， ;(主聖子

邦訳と絡す〉。似し，特許製品yl:.対するこの事会入禁止の銭定は 1ヲ03生ド 5)ヲのパリ

協定をこドイツがおわったことによって効力合失なった。 F.Bindern且喜el，晶.a.O.，

S.43. 

7)し F.H説ber，1900-1930.， pp. 146吋147.

8) L. F.日ぬ母r，The Nineteenth C側 tury.，pp. 203-204.水野邦訳， 281-282ベ

ジ。 N.Jaquet， DIe Entwicklung 務持dvolks紹介tschaftlicheBede揺tu時gdeグ

schweizerischen Teerfarbeni鍔dustrie，Diss.， Basel 1923， S. 27-40; R.. Sonne-

mann， Der Einfl銭sdes Patentwesens auf die Herausbildung vo匁 Monoρ0/脱

in der de誕tschenTeerfarbeni匁dustrie(1877-1904)， Habilitationsschrift， 

HallefS. 1963， S. 259-283. 
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9) L. F. Haber， J900-1930.， p. 179;山下幸夫「第1次世界大戦期の E.1.デュ

ポン社と染料工業ー経営多角化との関連においてーJ(Il'商学論纂』第 10巻第1・2

・3号， 1968年)， 370-371ベージ。

10) L. F. Haber， ]900-1930.， p. 145. なお，米川伸一 ITイギリス染料」の成立と

問題点-1・C・I成立史序説 (1)一J(Il'一橋論叢』第64巻第3号， 1970年)， 259， 

263ベージをも参照。

11) L. F. Haber， 1900-1930.， p. 157. 

12) L. F. Haber， 1900-]930.， pp. 172-173: W. Pochitonow， Der gegenwartige 

Stand der'russischen chemischen Industrie， in: A. Hesse/H. Grossmann 

(Hrsg.)， Englands Handelskrieg und die chemische Industrie， Stuttgart 

1915. S. 285-287; W. Adolphi， Die chemische 1ndustrie Ruslands in den 

Jahren 1899-1908， in: Zeitschrift fur angewandte Chemie， 28 Jg.， H. 4， 

1910， S. 152-153. 

13) 20世紀に入ってからの染料生産の動向についてピンノウは，建染染料や硫化染料と

いった新領域が開発されたことを指摘し，つづいて次のような特徴づけを行なって

いる。「けれども，この時期には染料数の急増ではなく，染料の堅牢度を高めるよう

にめざされたことが特徴であった。前世紀には，染色業者は製品の堅牢さへの要求を

最もあとまわしにしたが，いまでは逆である」と。 H.Pinnow， Zur Erinnerung，. 

S.98.こうした「高級品」化の傾向は，技術開発の飽和化を前提として生まれた，

と考えるべきであろう。

14)バイヤーの 100年史では，この時期に， r上昇と世界的な名声との基礎をなした染

料が，首脳部のあいだではだんだん関心をもたれなくなったので、ある」と書かれて

いる。H.-J. Flechtner， Vom Dreibund bis Zum Kleinen 1. G.， in: F. Jacobi 

(Hrsg.)， Beitrage zurhundertjahrigen Firmengeschichte， Leverkusen 1964， 

S. 35. 

N 利益共同体の展開

(的 3社連合 (Dreiverband)

へヒストとカッセラ (LeopoldCassella & Co.)の利益共同体に 1907年カ

レ (KalleCo. AG)が加わって成立した 3社連合にあっては，原料の供給お

よび共同購入，特許・ライセンスの交換，共同での外国工場建設，製品販売に

ついての協力，を協定の主な内容としていた。これらが現実にいかに行われ

たのかを具体的に捉えることは困難であるが，利益共同体の運営は円滑にな
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されたものと推測される。というのはこうである。酸・アルカリ製品を中心

とする原料・中間製品をへヒストから供給されることによって，カッセラ，

カレの両社は，こうした分野で、の市場の動きによる制約を免れ，在庫を縮小

することができた。そして，そうした原料の品質が一定であったことも両社

にとっては有利で、あった。へヒストの側からいえば，安定した販路の確保に

よってこうした製品の生産を拡大することができ，それによる生産費の引き

下げが可能となったで、あろう。こうして，原料・中間製品の供給は双方にと

" 
って大きな利点をもつものであった。また，特許やライセンスの交換に代表

される生産技術面での協力も生産方法の改良に役立ったものと思われる。同

時に他方では，カッセラのディアミン染料，へヒストのインジゴ，カレの硫

化染料，建染染料といったそれぞれの企業に特有の製品については，その企

業だけが製造を認められていた。この特別権 (Reservat) の設定によって，

少なくとも 3社連合の内部では，そうし

た製品に対する競争製品は出現しないこ

とになり，それだけ競争が緩和された。

そして，これらは他の 2企業の販売組織

においてもとり扱われたから，それによ

ってその販路が拡大したことも十分に推

測される。

こうして，株式保有と役員派遣とを基

礎として利益共同体を成立させた 3社

は，相互の緊密性を強めていった。へヒ

ストの営業報告は，利益共同体の展開や

カッセラ，カレ両社の状況を，年々， I期

待に沿ったJ，I満足すべきJ，I好ましい

成果」と記録している。

とはいえ，当然のことながら 3社が

一体化してしまったわけではなかった。

第 14表へヒスト・イギリス社

のイシジゴ生産とイギリ
スのイシジゴ輸入

(単位:20ノ《ーセ γ ト， トγ〕

1 .• ~ ~ 01 
年|生産量 i輸入量

1906 1，454 

07 1，283 

08 45 1，670 

09 830 1， 171 

10 910 1，349 

11 1，300 987 

12 1，340 1，344 

13 1，465 1，180 

資料 1)Dokumente aus Hoechst 
Archiven， H. 45. Hoechst 
in England 1901-1914， 

Frankfurtj M. 1971， S. 9. 
2) Statistik des Deutschen 
Reichs， Neue Folge Bd. 
191， 189. 196， 231.241， 
270の貿易総計.
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とくに，カ y セラとカレの多数の株式を保有して 3社連合の主導的地位にあ

ったへヒストは，他方では独自の行動を展開していたのである。その 1っと

しては，すで、に述べたイギリス特許法の改正に対処するためのイギリス工場

の建設をあげることができる。これは， 1901年にマンチェスターに設立され

ていたへヒストの販売会社によって，マンチェスターに近いエルズミア・ポ

ートの地で、行なわれた。そして，従来へヒストとデグッサ (Degussa:Deut-

sche Gold司 undSi1ber-Scheid巴nanstalt) とが保有していたイギリスのインジ

ゴ特許はこの会社に譲渡された。ここでのインジゴ生産高は，第 14表で示さ

れるように急速に増大し， 1913年にはドイツからの輸入を凌駕する規模にま

で達していたのである。

また，薬品部門の発展も顕著であった。 1910年には， ヘヒストの援助のも

とで行なわれたエール、リッヒ (PaulEhr1ich， 1854-1915) の研究成果に基づ

いて，梅毒に対する特効薬サルバルサンが市場に出され，それはさらに改良

されて， 12年には新サルバノレサンが製造された。サルバノレサン販売額は，

1910， 11年にそれぞれ1百万マルク， 3百万マルクにのぼっていたのである。

その他に，ラッカーの製造なども行なわれた。

こうしてへヒストの販売額は 1905-13年に 2.2

倍の増大を示した(第四表)。とくに 11-13年の

伸びが大きいのは，新薬品の登場によるものであ

ろうか。 13年の販売額のうち， 染料のそれは 77

百万マルク(全体の 75%) であったから，残り

の4分の lを酸・アルカリ類や薬品が占めていた

ことになるのである。さらにへヒストでは， 1912 

年にアンモニアから硝酸を製造する試験も開始さ

れたが，こうした試みはなお小規模なものにとど

まっていTこ。

第15表へヒストの販売

額
(単位:百万マルク〉

年| 販売額

1105 46.4 
06 55.6 
07 64.8 
08 59.3 

09 63.5 
68.8 

11 73.7 

12 
102.9 

資料:へヒストのアノレヒ

ーフ資料による。

1) 3社連合の展開全般については，主として以下の文献による。 w.Kissel， a. a. 0.， 
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s. 35-40; F. Bindernagel， a. a. 0.， 59-63. 

2)カッセラは，へヒストとの協定によって酸，ソーダ，アニリン製造の計画を中止

し，生産の重点をタール染料， および特許にもとづいて製造しているか， あるい

は市場で調達できない中間製品においたのである。 Rubesamen，Ein farbiges 

Jahrhundert Cassella， Munchen 1970， S. 56. 

3)へヒストでは， 1903年にケ、ノレストホーフェンに約 200万マルクで食塩電解設備(水

銀法〉が建設され， 05年には約 2，000トンの塩素，それ以上の苛性ソーダが製造さ

れたが， 09年には隔壁法への転換がなされた。 E. Baumler (Hrsg.)， Ein J ahr-

hundert Chemie， Dusseldorf 1963， S.60-61 

4) ピンダーナーゲノレは，販売の増大，生産費の低下，販売価格の上昇という 3要因が

あいまってタール染料企業の収益性を高めた，としているが，なかでも，生産費の

低下については次のように述べている。「数字によってこれを示す資料はないが，生

産費の低下はうえに示された成果(高収益性一一加来〉に対して最大の寄与をなし

たものとみることができる。ここにおいて利益共同体の効果は大であった。経験の交

換による生産力の増大と競争の制限による営業員，広告などの営業費のかなりの節

約とが達成されたのである」と。なお，販売価格の上昇について彼が説明しているの

は，事実上は，価格低落のテンポが緩慢になったということである。 F.Bindernagel， 

a. a. 0.， S. 76-77， 

5) Farbwerk vorm. Meister Lucius & Bruning Hoechst am Main. Bericht des 

Vortandes und Aufsichtsrates an die Generalversammlung vom 22. Mai 

1907， 9. Mai 1908， 15 Mai 1910， 6. Mai 1911， 4. Mai 1912， und 3. Mai 1913. 

6)以下のイギリスにおける子会社の活動については， Einfuhrung von F. Span/M. 

Simon， in: Dokumente aus Hoechst-Archiven. Beitrage zur Geschichte der 

Chemischen Industrie， H. 45， Hoechst in England 1901-1914， FrankfurtjM. 

1971， S. 7-10.による。なお，この資料集は，イギリスにおける工場建設にまつわ

る興味深い資料を収めているが，カッセラ，カレの名前は登場しなし、。

7) Farbwerke vorm. Meister， Lucius & Bruning 1863-1913， Hachst/M. 1913， 

S. 35; H. Pinnow， Zur Erinnerung.， S. 98-101; E. Baumler (Hrsgふ a.a. 

0.，32-36; L. F. Haber， 1900-1930.， p. 131-132. 

8)へヒストのアルヒーフ資料による。

9) H. Pinnow， Zur Erinnerung.， S. 115-116; E. Baumler， a. a. 0.， S. 61-64.ボ

イムラーによれば， rへヒストは，きわめて高価なこの方法(ハーパ一法一一加来〉を

選ばず，アンモニアを燃焼させて硝酸を製造する装置の建設に向かった」のである。

(b) 3 社 同 盟

3社同盟を構成するベー・アー・エス・エフ， バイヤー，アグファの 3社
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聞でも，経験や技術の交換が相互に行なわれた。また，それぞれの企業に独

自の領域が承認されたことによって，そうした領域への他の企業の進出は控

えられた。さらに，イギリスの特許法改正に対処して， 1907年には資本金

20万ポンドのマーシー化学会社 (MerseyChemical Works， Ltd.) が共同

で設立されたし，販売組織の商でも，相互間での顧客の割りふりや共同販売

所の設置の試みがなされた。こうした展開は 3社連合の場合と同様である。

しかし，マーシー化学会社がどのような成果をあげたかは定かではないし，

販売組織面での整理・統合も，内部の対立によって進展しないままであった。

また，それぞれが原料から完製品までの製造をみずから手がけ，地理的に離

れていた 3社聞では，相互間での原料の供給はみられなかった。このよう

に，ここでは，染料の生産や販売にかんする協調関係は 3社連合の場合に比

して限られたものであったが，その反面，他の分野への進出が行なわれた。

その 1つは，すでにみたアウグステ・ヴィグトリア炭鉱の取得である。 3

社同盟は 1907年にこの炭鉱の 1，000の鉱山持ち分を 17.7百万マルクで取得

したが，それは，ベー・アー・エス・エフ，バイヤー，アグファの 3社間で

475: 475 : 50の比率で引きうけられたのである。これが 3社の原料基盤を安

定化させるうえで重要な意義を担ったことも，すでにみたとおりである。

3社同盟が精力的に取組んだいま 1つの問題は空中窒素固定の企業化であ

った。 19世紀末にチリ硝石の澗渇が懸念されるなかで， 1903年にはノルウ

ェー， グリスチャニア大学のピ、ルケラント (KristianBirkeland， 1867-1917) 

が，交流によって生じるアークを強力な磁場によっで拡げると，そのもとで

窒素が酸化することを明らかにした。この方法は技師アイデ (SamuelEyde， 

1866-1940) の協力を得て企業化され， 05年にはクリスティアンサンに資本

金7百万クローネのノノレウェー水力電気肥料会社 (Norsk-Hydro-Elekrish-

K vaelstoff Aktieselskab) が設立された。こうして空中窒素固定の企業化が

開始されたのである。すでにこの問題と取組んで、いたベー・アー・エス・エ

フでも， 05年にシェーンヘノレ (OttoSchonherr， 1861'-1926) が磁場によら

ず鉄製管のなかで窒素を酸化する方法を開発した。そこで，右の 2社は共同
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で硝酸を製造することとなり， 06年には，資本金1.8百万クローネのノノレ

ウェー硝酸会社(Aktieselskabde Norsk Salpeterverkehr)とこれに電力を

供給する資本金1.6百万クローネのノルウェー水力発電会社 (NorskKraft 

Aktieselskab) とを設立した。この 2つの株式会社のそれぞれの 2分の 1を

さきの 2社が引きうけたが，ベー・アー・エス・エフ分は 3社同盟の 3社聞

での 43:43 : 14割合に配分された。

しかし，こうしてノルウェー企業に出資された資本は， 11年にはわずか

を残して引きあげられた。これは，ベー・アー・エス・エフにおいてハーパ

一法企業化の見通しがついたためであったといわれるが，そのハーパ一法の

企業化が大規模に実施されたオッパウ工場の建設にあたっては，ベー・アー

・エス・エフは 3社同盟の 3社から資本の貸付けをうけたのである。

これと関連して 1913年に 3社同盟は，ツァイツの化学工業連合 (Verein

furChemische lndustrie)の株式の多数を取得し，さらに，監査役会の多数

をも占めた。そして，これを基礎としてこの肥料企業との聞で硫酸アンモニ

ウムの売買にかんする契約が結ぼれたので、ある。

以上のような 3社同盟の展開とならんで，それを構成する 3社は，それぞ

れに独自の方向で発展をとげようとしていた。その点を 3社ごとにみよう。

まず，ベー・アー・エス・エフでは， 19世紀末から導入された接触法によ

る硫酸や電解法によるソーダ，塩酸の生産が拡大し，その一部は外部へも

販売されていた。第 16表によれば，ベー・アー・エス・エフの販売額に占

める無機化学品の比重は徐々に高まっていったことがわかる。とはいえ，販

売額のうもちに占める染料の割合は，なお高L、。これは後にみるバイヤーの場

合と比較するときわめて対照的なのである。

だが，この販売額の推移とうちわけとは，この時期のベー・アー・エス・

エフの動向を十分に示してはいない。というのは， ここで最も力を注がれた

のはアンモニア合成の問題だったからである。すで、にみたようにこれは 3

社同盟の共同行動の 1つとして取組まれた性格をもつが，その実情をいえ

ば，精力的にこの問題を進めるべー・アー・エス・エフに，他の 2社は悲観
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第 16表 ベー・アー・エス・エプの製品種類別販売額
(単位:百万マルク〉

製品種類 1908年 1910年 1913年

アユリ γ 染料 25.5 ( 30) 29.8 ( 31) 35.5 ( 29) 

イ γ ジ コ- 25.2 ( 30) 27.4 (28) 34.8 ( 29) 

アロザリシ染料 12.3 ( 15) 14.4 ( 15) 16.9 ( 14:; 

中 間 製 ロ仁ヨロ 11. 4 ( 14) 13.4 ( 14) 14.3 ( 12: 

無機化学品 9.5 ( 11) 12.5 ( 13) 19.3 ( 16: 

止、
日 計 83.9 (附!釘 5(附I120.6 (附

註:1ポγ ド=20マルクとして換算
資料:L. F. Haber， 0ρ. cit.， p. 130. 

的観測をしながらも従っていたのである。

他方，パイヤーにおいては，ヴェロナール(睡眠薬)， アンチレプロール

(顕病薬)といった薬品が相次いで開発・製造されたし，写真部門も発展を

とげた。 1907年にはデュッセノレドルフのリーセ寺ガング商会 (FirmaE. Liese-

gang) の写真部門が買収され， その設備は 12年にレパクーゼγに移された

のである。また，当初は染料生産の必要から取りあげられた硫酸をはじめと

する無機化学品の製造も，接触法や電解法の導入

によって拡大し，その一部は市場に出されるよう

になっていった。さらに 1908年には， アントウ

ェノレベン近くのスグナール化学工場 (Usines de 

Produits Chemieques de Schoonaerde)の株式の

多数を取得して，原料基盤の安定化がはかられ

た}。こうして，ノミイヤーで、は，染料・薬品という

従来からの分野を基礎として積極的な拡大がはか

られたのである。 1905-13年にバイヤーの販売額

は，第 17表が示すように1.7倍の増大を示した

が， 13年の販売額のうち，およそ 2分の 1が染料

以外で製品で占らめれていたという。この他にパ

第 17表 ノミィヤーの販売

額

(単位:百万マルク〕

年|販売額

1905 66.0 

06 71. 9 

07 77.6 

08 75.1 

09 89.5 

10 92.3 

11 96.9 

12 107.1 

13 113.3 

資料:バイヤーのアノレヒ
ーフ資料による。
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イヤーでは，ゴム合成の研究が進められた。電機工業の発展や自動車工業の

興隆によるゴム需要の増大によって， ゴム価格は上昇傾向にあった(第 18表

を参照)。こうした状況のもとで，医薬品の研究を行なっていたホフマン

(Fritz Hofmann， 1866-1956) は， 1906年にゴム合成の工業化を計画し， 首

脳部の了解のもとでそれが実施に移された。そして 09年には， イソプレン

(=メチルブタジエン)の重合による合成ゴムが製造され，それは，ハノー

ノミーの大陸ゴム会社 (ContinentalCaoutchouk-und Gattapercha Compagnie) 

の試験結果も満足すべきものであった。しかし，

イソプレンは高価であったために，これに代わっ

てジメチルプタエンが用いらるれこととなり， 10 

年にはこれを原料とする合成ゴム(いわゆるメチ

ルゴム)が製造された。これならば天然ゴムとの

競争にも耐えうるというのであった。そして， 12 

年の応用化学国際会議ではデユースペルグ (Carl

Duisberg， 1891-1935)によってその成果が公表さ

れた。このためでもあろうか，天然ゴム価格は第

18表でみられるように急落した。そのために，合

成ゴムの製造は中止されてしまったのである。

またアグファでも，染料のほかに薬品やとくに

写真関係製品の製造が増大し，後者の販売額は

1914年までにアグファの販売総額の少なくとも 30%を占めるにいたってい

たので、ある。

第18表ゴム価格
(単位:マルク/kg)

年| 価 格

1900 10. 70 

12.90 

28.10 

20.00 

5.00 

5

0

2
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資料:F. }acobi (Hrsg.)， 
Beitrage zur 
hundert jahri gen 
Firmengeschichte 
1863-1963， 

Leverkus巴n1964， 

S. 36: Technik 
Geschichte， Bd. 
27， 1938， S. 138. 

1) 3社同盟の展開全般については， W. Kissel， a. a. 0.， S. 28-30， 40-43; F. Bin-

dernagel， a. a. 0.， S. 70-75; L. F. Haber， 1900-1930.， pp. 124-126.による。

2) 1908年のバイヤー営業報告では， I吾々の利益共同体によってイギリスに設立され

た株式会社「マーシー化学工場」はこれまでに多大の資本を必要としたが，そこか

ら大きな利益は生じえない。というのは，吾々のドイツの工場が直接に，イギリス

の染料消費をもまかなう状態にあるからであるJと記して，この子会社に対して否

定的な評価をしている。 Farbenfabrikenvorm. Friedr. Bayer & Co. Elberfeld. 
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BericlJ.t des V orstandes und Aufsichtsrates pro 31. Dezember 1908. 

めこの問題については，別の機会に立入って考察する。典拠とした文献の指示もそれ

に譲る。

4) 1908年のドイツの硫酸生産は 115.1万トン (100%) であり，そのうち 2大

染料企業(おそらくベー・アー・エス・エフとバイヤー〉だけで 30万トンを占め

ていた。 C. Duisberg， Die Wissenschaft und Technik in der chemischen 

Industrie mit besonderer Berucksichtigung der Teerfarb巴nindustrie，in: 

Zeitschrilt lur angewandte Chemie， 25. Jg.， H. 1， 1912， S. 5 また，ベー・

アー・エス・エフでは電解法による苛性ソーダ生産は 1897年に始まったが， その

年生産量は 1913年までに， 575トンから1.3万トンにまで上昇した。これに対して

ベー・アー・エス・エフ内でのその消費量は， 1897年に月あたり 63-64トγ であ

った。 明T.Honsberg， Alkali Elektrolyse， in: Die BASF. Aus der Aグbeit

der Badischen Anilin-& Soda Fabrik， 2. Jg.， H. 2， 1952， S. 58. 

5)ハーバ一法の企業化について，デユースベルクは 1911年に次のように述べていた。

「この重要な発明が，企業的に採算があうまでに技術的に完成されうるかどうかは

将来の問題であるが，それは一見そうみえるほど容易ではないということがここで

は強調されるべきである」と。 C.Duisberg， a. a. 0.， S. 6. 

6)この会社はターノレ蒸留，ナフタリン生産を行なっていたが，ナフリタン工場は翌

1909年に焼失した。 Farb巴nfabrikenvorm. Friedr. Bayer Co. Elberfeld. Bericht 

des Vorstandes und Aufsichtsrates pro 31. Dezember 1908 und 1909.ハイデン

ライヒはここから， ドイツにもたらされるタール蒸留品は年々 4，000トンをこえて

いた，と述べているが， うえの事故などを考えると，この評価はやや過大であるよ

うに思われる。 F.A. Heydenreich， a. a. 0.， S.68.なお，前掲，拙稿 (1)244ベー

ジで， ドイツのタール染料諸企業が 20世紀初頭にベルギーに大タール蒸留所を建

設した，と書いたのは不正確であった。

7)以上については， H. Pinnow， Werksgeschichte.， S. 128-132による。

8)合成ゴム問題については，以下の文献による。 H.Pinnow， Werksgeschichte.， S. 

133-134 ;H.-J. Flechtner， a. a. 0.， S.. 36-37，208-209; R. Pummerer， Geschichte 

und Bedeutung des kunstlichen Kautchuks， in: Technik Geschichte. Beitrage 

zur Geschichte der Technik und Industrie， Bd. 27， 1938， S. 137-139. 

9) L. F. Haber， 1900-1930.， p. 132.ピアーもまた次のように述べている。rI890年

代にはベー・アー・エス・エフの収益の少なくとも 70%は染料からであり， アグフア

ではその割合はおそらく 90%かそれ以上であると推測しでも，そう誤りではないだ

ろう。その後の生産の多様化によってこの割合は低下し， 1914年までには，ベー・ア

ー・エス・エフの収入の 60%，アグファのそれの 70%だけが染料によっていた」と。

J. J. Beer The Emergence 01 the German Dye Industry， Urbana， 1959， p. 97. 
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以上のように， 3社連合， 3社同盟は構成企業の性格や利害関係に規定さ

れてそれぞれの方向に展開したが，そうした展開がまた逆に，各企業の発展

方向を左右する 1つの要因となっていたのである。では，この 2つの利益共同

体(およびそれぞれを構成する企業)は相互に，また，その他の企業に対し

て，いかなる関係にあったのであろうか。この点もみておかねばならなL、。

ベー・アー・エス・エフ バイヤー，へヒストにイギリス・アリザリン会

社 (BritishAlizarine Co.) を加えた 4社のあいだで， 1900年に成立したア

リザリン協定はこの時期にも存続していた。そして， 1907年にアウシッヒの

化学冶金生産連合 (Vereinfur chemische und metallurgische Produktion) 

によって始められたアントラセソ染料の生産も，大きな意味をもちえなかっ

たものと推測される。また， 1904年にベー・アー・エス・エフとへヒスト

とのあいだで協定が成立していたインジゴの場合には 2つの利益共同体の

存在によって，その構成企業がこの分野に進出することはなかったが，外部

からインジゴ製造を手がける企業が現われた。すなわち， 1908年には，ラー

デボイルのハイデン商会 (FirmaHeyden) が，つづいてパーゼノレのチーパ

(CIBA: Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel)がインジゴの製造

を始めたのである。前者とベー・アー・エス・エフとのあいだには特許係争

が生じ，ハイデン商会は，判決によって一定の条件のもとでのインジゴ製造

を認められたが，まもなくそれを中止してしまった。これに対してチーバの

インジゴ生産は， スイスのインジゴ輸出の推移(第四表)からも窺われる

ように急速に増大した。これはドイツの 2企業にとっても大きな脅威であっ

たにちがし、なく，チーパは何らかの形で協定に組み入れられたものと推測さ

れる。

染料分野で重要な位置を占めた製品に対するこの 2つのカルテノレとならん

で，薬品分野においても，染料企業が参加しているカルテノレが存在してい

た。ここでは，そのうちの 2つをとりあげてみよう。その 1つはアンヂピリ

ン協定である。へヒストが保有していたアンチピリンの特許が 1899年に期

限切れとなった後， リーデル社(1.D. Riedel A. G.， Berlin)，サード化学
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工場 (ChemischeFabrik vorm. Sardoz， 

Basel)，チーペロー γ化学工場 (Societ品

Chemique des Usines du Rhone，Paris) 

といった企業がこの製造を始めたため

に，これらの企業間で激しい競争が展開

された。そこで 1902年には，これらの 5

社聞で生産割りあて(ないし生産の中止

とそれに対する補償)を主な内容とする

協定が結ばれたのである。そLて13年

に薬品会社 (PharmaA. G.， Altstatten) 

がアンチピリンの製造を始めると，この

第 19表スイスのイ γジゴ輸出

(単位:トシ，千ブラ γ〉

年 l輸出量|輸出額

1909 

10 

11 174 376 

12 729 1，509 

13 1， 792 3，911 

資料:N. Jaquet， Die Ent・-
wicklung und volkswirt-
schaftliche Bedeutung 
der schweizerischen Teer-
farbenindustrie， Diss.， 

Basel 1923， Tab. 2. 

協定は同社と契約を結び，年 8，000フランの補償金支払いを条件としてその

アンチピリン製造・販売を中止させた。さらに薬品会社は，製造方法の譲

渡，アンチピリン製造装置の売却を禁止され，同社に雇用されていた化学技

術者は待命義務を負わされたのである。

また，アンチピリンを原料とするザリピリン(風邪薬)， ミグレニン(頭痛

薬)を製造していたへヒスト， リーデノレの両社は，アンチピリン協定を基礎

として同じ 1902年に，これら 2つの製品についての協定を成立させた。そこ

では，過去の実績にもとづく両社の販売比率と最低価格とがそれぞれについ

て決定されるとともに， リーデノレ社はア γチピリンの生産を中止してこれを

へヒスドから購入することとされ，その価格は，通常の販売価格よりも 5%

安く設定されていた。

睡眠薬スノレフォナールについては， これを製造していたバイヤー， リーデ

ノレ， フォッセン兄弟商会 (FirmaGebr. Vossen in Aachen und Homburg) 

3社のあいだで，フォッセン兄弟商会の製造するスルフォナーノレを他の 2社

にのみ売りわたすとし、う協定が 1898年に成立していたが，これは，ホンブル

ク市がフォッセ γ兄弟商会の工場を買収したために崩壊した。その後，この

スルフォナーノレや類似のトリオナールを製造するバイヤー， リーデノレそれに



60 (676) 経済学研究第31巻 第3をま

ブノレグ化学工場 (ChemischeWerke Brugg， A G.， Brugg)聞での競争が激，

化したため， 1907年には3社のあいだで協定が成立した。それは， (1)プメ

ワカ合衆国を除く全世界を対象地滅とする共通の価格，腹売条件の設定， (2) 

協定製品の販売による純益総額の，一定比率による 3社への記分， (3) リー

テ、ノレ， ブノレタ滞在は，在療の中関製品を使い尽した後には，協定製品の生肢

を中止し，それをパイヤーから購入すること， (4) j符社は協定髪品をプメジ

カ合衆悶に販売しないこと， (5)パイヤ…は，アメ担カ合衆舗における両製

品の販売から得られた純益の一部を Pーデノヘ ブノレタ商社に分配すること，

を内容とするものて、あった。さらに 3社によって販売された再製品のアメ

リカ合衆悶への再販売の禁止によって，バイヤー誌そこでの調製品の販売を

独占していた。そのため，その慨格は， ドイツにおけるそれのロ倍高であ

ったという。

以上でみてきた外にも，多くの秘密協定が存在していたといわれている。

そして，こうしたカルテルは， 2つの利益共同体と相互に補強しあうことに

よって，競争の離和にー践の投劉を果たしたものと考えられ名。また，これ

らをとおして巨大タール染料企業の支配力が次第に強化されていったこと

が， うえのき定例のなかで訴されている。とはいえ，これらのカノレテルはその市

場規鎖カを十分に発揮しえたわけではなかった。というのは，これもまたこ

れまでみてきたように，科益共肉体外の企業がアウトサイダーとして騒々出

現したからである。ほ大タ…ル染料企業の支配力の強化とは，そう

に対するそれなりの代償きと支払うことによって実壊されたものであっ

た，もう少し視野を拡げてみれば，穏互に代参性のある製品が多数にわたっ

されでいる染料・薬品の分野では，カノレテルによる製品ごとの規制に

もともと限界があるというこの部丹に翻有の事情が存主主していた。これらの

理由のために，カノレテルが成立していた製品においても，多くの場合，値格

の低落な阻止することは劉難だったのである。たとえば，インジゴ価格は

1911， 14年に引き下げられたし，ブジザリン鍾格も， 20%製品でキログラム

あたり， 1鰍年の1.78マノレクから 13年には， 1. 34 ""< lv f1 V-:::'低下しさ。こう
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して，染料・薬品部門のカノレテノレは，儲務低下のう?γ;i与をいくらかでも遅ら

せた点、にその意義さとみいだすことができるように考えられるのである。

それでは，これまでにみてきたことは， ドイツの主要なタール染料企業の

発展にどのような意味をもっていたのであろうか。この点な資金の調達と選

用の倒産苦から しよう。

1)以上のア Pザリン協定，インジゴ協定については F. Erban， Kartelle und 

Konvention in der chemischen lndustrie， G邑古島Reuss 1910， S. 15， 41; F. 

Bindern暗記1，a. a. 0.， S. 24-26.による。

わ以上の薬品部門のカノレデノレ?とついては， H. Stube， Uber Art抑 制 問dForme同 der

Kartelle 50説lie Intere5s仰 G抑 zeinschaftenin der deutschen ch脱 出chen

Industrie， Diss.， Greifswald 1921， S. 110-124， 132-139， 148可 156.による。

3) W. Kissel，乱.a. 0.， S. 46. 

めどンダーナ…ゲルは，以前のような激しい側終競争はまず;;l:す例外的になってい

され 1904年以際には， 商利益芸名肉体問に全般的な協定が存在するとL、う器撃が-~を

ならずあらわれた，と述べている。 F.Bindern皐gel，a. a. 0.， S. 78. 

めさきのアンチピ!l:/協定と薬品会社との契約にみられる事情さと化学工業における協

と考えるシ a トク}ベは，次のように述べている。「ある穫の，大抵はカ

ルテノレ化されている製品の製迭を始める工場が多数あるが，これは，従采の生産者

の駁死事情念混乱するための目的でなされるのであり，交渉によって，相応の檎徴

金とひきかえ?と緩造を中止Lうることが箆論まれているのである。」、 H.Stube，品.

a.O勾 S.115 ハ

6) F. Bindernagel， a. a. 0.， S. 24， 26.ただし，ア予ザリ γ価格比 !j100%製品のそ

れであるとされているが， ドイツ子苦濁統計の総出価格に上として低すぎるので，ここ

では標準的な20%製品の俗務であると解釈しておく o

V タ…ノレ染料企業の と運用

第 20，21， 22表は， 3大ターノレ染料企業の年々の紫借対照表を繋理したも

のであるが，これによると，ベ…・ア…・ zス・エブ，バイヤー，ヘヒストの

資産総額は， 1904-13年にそれぞれ， 1. 6， 2. 3， 1. 8僚と増大した。

なかにも不均等な発展がここには示されている。間じ 3社間盟の構成員であ

りながら，ノミイヤーが急成殺をとげたのに対して，ベー・ア…・エス・エプ

誌やや停滞的だったのである。
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ベー・アー・エス・エアの貸僚対照表

者主 5基金・手形 震正 選李 言昔僚機 君事i時1資産 官認定議暴露 望号家総書真 言費負 i災 未金払義己当 主土 佼 ?議利基金 資本金 草壁立~ 幸IJ 主主

1904 5.82( 8) 2.60( 3) 13.61(18) 24.33(32) 30‘72(4哲〕 77.08(100) 10.89(14) 0.24( 0) 10.00(13) 2.12( 3) 21.銭。(27)20.81(27) 12.02(1 

05 13.22(16) 2.45( 3) 15.81(20) 1古.58(24)29.49(37) 80.55(100) 13.43(17) 0.23( 0) 10.自0(12) 2.22( 3) 21.(耳0(26)20.81(26) 12.94(11 

06 17.01(21) 2.45く3)13.52(16) 1事.33(24)29.69く36) 82∞(1引の 13.85(17) 0.23( 0) 10.00(12) 2.31( 3) 21.∞(26) 21.00(26) 13.61(1 

07 7.16( 8) 5.67( 7) 16.55(19) 22.40(26) 34.30(40) 86.08(100) 16.99(20) 0.23( 0) 10.00(12) 2.41( 3) 21. 00く24)21.∞(24) 14.45(1 

08 21. 08(18) 17.34(15) 16.57(14) 23.62(20) 39.25(33) 117. 85(100) 18.4暗(16) O.39( 0) 24.45(21) 2.72( 2) 3色合。(31)21. 03(18) 14.81く1

09 25.9自(21)19.41(16) 17.54(14) 21.01(17) 38.71(32) 122. 66(lC事0)20.80(17ヲ 0.38( 0) 23.89(1官〉 2.74(2) 36.詰容(29)21. 03(17) 17.82(1 

10 27.55(23) 19.78(17) 1弘09(16)22.54(19) 28.99(25) 117.鈎(100)22.15(1宮〉 0.37( 0) 23.34(20) 2.76( 2) 3札∞(31)21.03(18) 12.30く1

11 31.43(26) 13.43(11) 27.3容(22)20.92(17) 29.05(24) 122. 23(1∞〉 25.29(21) 0.35( 0) 22. 78(17) 2.78( 2)， 36.00(29) 21. 03く17)13.99(1 

12 40.52(32) 13.52(11) 19.続く15)12.06く16)34.12(27) 128.24(1ω〉27.36(21) O.34( 0) 22.23(17) 2.81( 2) 36.00(28) 22.53(18) 16.97(1 

13 18. 3唖(15)11.53(事〉 16‘81(13) 25.42(20) 器4.14(43)12器.26(10の22.73(18) 0.33( 0) 21. 67(17) 2.83( 2) 36.0号(29)25.53(20) 17.17(1 

14 30.35(21) 13.53(き〕 18.事告(13)22慣習2(16)59.83(41) 145.縛 55(1∞〉 Z.l.92(16) 0.33くの 21.12(15) 2.85( 2) 54.00(37) 28.53(20) 15.80(1 

勝通認ト2.54(β)1 8.93(18いの11駅 2

い
怖 くい

第 20華美

7) 

資料:Badische Anilin-& Soda-Fabrik Ludwigshafen/R. Bericht des Vorstandes und Aufsichtrates. 
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パイヤ…の貸借対照淡

苦手 一IIllil:lEilitill!t1 :iltilEl¥¥l:m:! 1諮問
ヨ金長払義己岩当 社 後 Im~~~1 資本金 積 立 金 1員j 主主

1904 2:1，79(42) 7悶 47(14)12，58(2'1) 11，94(22) 54. 78(10合〉 9，3器(17) 。‘05(0) 4，78(苦〉 2‘37( 4) 21. 00(38) 告， 41(17) 7，79(14) 

05 21. 83(40) 7，品3(14)11，話器(22)13，81(25) 55，14(1∞〉 10.01(18) む，01(0) 0，02( 0) 3，00( 5) 21. 00(38) 10，62(19) 10，49く19)

合結 23，20(38) 一 8，00(13) 12，80(21) 16，62く27) 60，62(1∞I 12.03(20) O，OO( 0) 0，∞(め 3.78( 6) 21，00(32) 12，72(23) 11.10(19) 

07 16.75(26) 3，17( 5) 7.80(12) 16.30(25) 20.92(32) 64.93く100)12.08(19) O.OO( 0) 4，54( 7) 21. OO(紛〉 14，72(21) 12，紛(18)

容器 10，69(14) 16，20(20) 7，72(10) 17，61(22) 26‘5宮(34) 78，72(100) 12，35(16) 合，00く0) 5.30( 7) 36，∞(46) 13.73く17)11，33(14) 

09 36.77(33) 18.器4(17) 8，5O( 8) 16. 合1(~4) 30，54(28) 110. 68(100) 13“33(12) 0.31( 0) 25.00(23) 6.40( 6) 36.00(33) 16.73(15) 13，22(12) 

10 31. 10くお〉 18.93(17) なおくめ 16，75(15) 32.50(30) 108.68(1∞I 16.17(15) 0.31( 0) 25，00(23) 6.29( 6) 36. (潟(38)10，82(10) 13，草1く13)

11 27.83(25) 12.51(11) 19.72(17) 総 47(15)3長66(32)113.20(10告〉 16.24(14) 0.32( 0) 25.00く22) 7.69く7)36.∞(32) 13.82く10)14，12(12) 

12 36.35(30) 13.03(11) 11. 48(普〉 18，77(15) 41.75(34) 121. 38(100) 18.01(15) 0，2脅(0) 25，00(21) 8.49( 1) 36.00(30) 17.32(14) 16，27(13) 

13 27，44(22) 13.瞬静3(10)15.53(12) 22.00(11) 4容.52(39)127.52(100) 18，91く15) 0，29( 0) 25，00(20) 9，24( 7) 36，00(28) 21. 32(14) 16.76(13) 

14 38.69く26)14.19(10) 13.57(鈴 24.詰4(17)52.32(35) 148. 81(100) 14.01( 9) 仏30(0) 25，柱。(17) 9，64( 6) 54.0母(36)25ら32(17)15.昏0(10)

営利 4…則自〉草紙11)1.9.42咋 お く52)1…9，55(13)1 0.24(い

第 21表

市
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資料 Farbenfabrik部 vorm，Friedr. Bayer & CO. Elberfeld. Bericht der Direktion und des Aufsichtrat母$・
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トの貸借対照表

lF手In.y相抵|諸債内産|臨資産I~~~M I諸負債|高品中配当|社
へヒス第 22表

関

羽

根

沼

海

鴻

足

跡

明
前
印
山
叩

益

1904 6.58(10) 5.50( 9) 10. 97(17)!21. 55(34) 19.07(30) 63.67(100) 5.57( 9) L 13( 2) O.OO( 0) 10.00(16) 25.50(40) 14.70(23) 6.76(11) 

05 6.76(10) 5.50( 8) 14.80(22) 22.72(33) 18. 70(27) 68.48(100) 8. 23(12) 1. 35( 2);0.00( 0) 10.00(15) 25.50(37) 14.70(21) 8. 70(13) 

06 8. 49(12) 5.61( 8) 7.28(10) 14.80(20) 17.66(24) 19目 42(27) 73.27(100) 2.31( 3) 11.25(15) O.OO( 0) 8.77(12) 25.50(35) 14.70(20) 10.74(15) 

07 7.88(10) 5.61( 7) 8. 57【11)12.56(16) 21. 68(28) 21. 66(28) 77.96(100) 4.08( 5) 14.02(18) O.∞( 0) 8. 56(11) 25.50(33) 14.70(19) 11.10(14) 

08 9.93(11) 6.99( 8) 2.75( 3) 19.70く22)26.07(30) 22.58(26) 88.02(100) 。目 95(1) 12.26(14) O.OO( 0) 8. 32( 9) 36∞(41) 19目 35(22)11. 13(13) 

09 18.45(20) 6.99( 7) 3.94【4)19.23(20) 

州制I::':~α
94.55(100) 2.36( 2) 15.11〔16〕P;o，OO(O〉 8.07( 9) 36.∞(38) 19.38(20) 13.62(14) 

23.33(25)，23.01(24) 10 15.77(17) 6.99( 7) 15: ~O，( 5) 20.59(包2) 94目 67(100) 1. 84( 2) 15. 48(16)，0. OO( 0) 7.83( 8) 36.∞(38) 19.38(20) 14.22(15) 

11 15.37(14) 6.99( 7) 4.30( 4) 29.39(28) 26.09(25) 24.11(23) 106.24(1∞〕 2.50( 2) 24.64(23) O.O1( 0) 7.58( 7) 36.00(34) 19.38(18) 16.14(15) 

12 15.20(14) 6目 99(6) 5.02( 5) 31. 16(28) 24.86(22) 28. 05(25) 111.27(100) 4.37( 4) 25.59(23) 0.01( 0) 7.32( 7) 36.00(32) 19.38(17) 18. 61(17) 

13 13.39(12) 6.99( 6) 29.28(26) 114.32(100) O.OO( 0) 19.38(17) 16.38(14) 

14 27.'49(21) 8.25( 6) 5.01( 4)130.40(23)129.29(23) 29.05(22) 129. 49(100) 6. 21 ( 5)128.92(22) 0.01( 0) 6.75( 5) ∞(39) 24.98(19) 12.61(10) 

年

2叫海端吋芸}}I卜6印…凱町削ω叫(αω1凶3

註:1) 1904，ヲ O伺5年lは土福利基金のみ。

資料 Farbwerkevorm. Meister Lucius & Biuning Hoechst am Main. Bericht des Vorstandes und Aufsichtsrates 
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こうした発展がし、かにしてなされたのか，より立入って，まず資本・負債

の側をみよう。 3社はいずれも1908年に増資を行なって， 各社の資本金は

3.6百万マノレクとなっえまた，ベー・アマ・エス・エフ， 刈ヤーでは社

債も発行された。両社のこうした証券発行は， 04ー 13年の両社の資本・負債

増加分のそれぞれ約 2分の 1を占めたが，これは，ノルウェーにおける企業

設立，アウグステ・ヴィクトリア炭鉱の取得，マーシー化学会社の設立，と

いったことのために巨額の資本を必要としたことにかかわっているものと考

えられるのである。これに対してへヒストの場合，増資は 3社連合における

株式の相互保有の基礎をなし，その意味で重要な意義を担っていた。 しか

し，他方では社債の一部が償還され，そのために資本・負債増加分に対する

証券発行の寄与率は 15%と，さきの 2社に比してはるかに小さくなってい

る。負債の場合にはこれとは逆である。ベー・アー・エス・エフ，バイヤー

の負債は，資本・負債総額の 15-20%を占めており，増加分に対する寄与率

はそれぞれ， 24， 13%である。へヒストでは1906年に貸借対照表の記載方法

が変更され， I負債 II (福利基金積立金，一時留保金)J (Kreditoren 

II: Guthaben der Beamterト undAufseher-Pensions-Kassen， der Kaiser 

Wilhelm-und Augusta-Stiftung， der Sparkasse， sowie vorubergehende 

Reseren) が独立の項目となったが，これは急速な増大を示し， 13年には資

本・負債総額の 27%を占め， 増加分に対するその寄与率は 58%にも達して

いる。この内容は必ずしも明らかではないが，福利基金がこの時期に急増し

たとは考えにくいことや積立金の推移にてらして，その大部分を負債的性質

をもっ留保金が占めていたと推測されるのである。外部金融が次第に比重を

高めながらも， -3社同盟の 2社とへヒストとでは， そのあり方は大きく相違

していたことが確認される O

しかし，こうした対照性とは反対に， 積立金や利益については， 3社のあ

いだにかなり共通した特徴をみいだすことができる。すなわち，積立金は，バ

イヤーで 1910-12年にやや落ちこんでいるものの， 概していえば， いずれ

においても資本・負債総額の 15-20%を占めていた。利益もまた，いずれに
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1904 14;98 4.08 10.90 1.12 4.61 l. 08 5.04(24) 0.10 1.19 6.29 30.0 1l. 7 15.0 

05 16.29 4.54 11.75 1.19 4.42 l. 32 5.67(27) 0.10 0.19 l. 23 7.33 34.9 13.4 15.0 

06 17.19 4.81 12.38 l. 23 4.45 l. 46 6.30(30) 0.10 l. 29 7.93 37.8 14.3 15.0 

。干 18.24 5.08. 13.16 l. 29 5.14 l. 36 6.30(30) 0.30 1. 35 8. 02. 38.2 14.2 15.0 

08 18. 84 5.39 13.46 1. 35 5.89 1. 18 6.27(22) 1.47 7.57 21.0 10.5 15.0 

09 22.50 6.16 16.34 1. 47 5.81 1. 86 8.64(24) l. 51 10.53 29: 3 14.1 15日

10 24.15 6.20 7.16 10.79 1. 51 1.71 9.00(25) l. 59 30.0 15.6 24.7 

11 25.83 6.28 7.15 12.40 1. 59 1.68 9.00(25) 1. 50 1. 81 34.4 17.5 24.6 

12 29.44 6.86 7.41 15.16 1.81 1. 90 10.08(28) 3.00 1. 99 42.1 20.2 21. 7 

13 30.42 6.98 8.26 15.18 1.99 1. 85 10.08(28) 3.00 2.24 42.2 19.3 15.3 

14 29.22 6.66 9.01 13.56 2.24 1.62 8.55(19) 3.00 2.63 25.1 13.8 15.1 

年

資料:第20表に同じ。
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王子 |粗利益|常事|棚吋響会|利 益 l穫量tll~tt~~1 配当〈率〉 |間IJ基金|判積立金ト越し|間関減償却価率

1904 13.03 2.69 3.08 0.30 6.95 0.84 0.27 5.25(30) 0.20 1. 20 0.87 33.1 18.2 25.8 

05 15.54 2.31 3.16 0.45 9.63 0.87 0.37 6.93(33) 0.20 2.10 0.90 45.9 22.9 26.6 

06 16.91 2.67 3.45 0.60 10.20 0.90 0.40 7.56(36) 0.20 2.00 0.93 48.6 22.8 20.8 

07 18. 84 2.87 3.70 0.60 11. 67 0.93 0.40 7.56(36) 0.20 3.50 0.94 55.6 24.2 17.7 

08 18.44 3.31 4.14 0.60 10.39 0.94 0.34 6.84(24) 0.20 3.00 0.95 28.9 17.0 15.6 

09 21. 22 4.ω 4.34 0; 60 12.28 0.95 0.43 8.64(24) 0.20 3.00 0.95 34.1 18.6 14.2 

10 23.2C 4.43 5.51 0.60 12.66 0.95 0.45 9.00(25) 0.20 3.00 0.95 35.2 20.9 17.0 

11 24.36 4.37 6.23 0.60 13.17 0.95 0.45 9.00(25) 0.20 3.50 0.97 36.6 20.6 17.0 

12 28.7f 4.21 8.64 0.60 15.30 0.97 0.52 10.08(28) 0.20 4.00 1. 47 42.5 22.0 20.7 

13 29.57 4.62 9.06 0.60 15.79 1. 47 0.52 10.08(28) 0.20 4.00 1. 96 42.5 20.6 18.3 

14 27.99 4.78 9.07 0.60 13.53 1. 41 8.55(19) 0.20 1. 00 5.34 25.1 14.3 17.3 

バイヤーの損益計算および利益率と減価償却率第 24表

白
日
可
(
由
∞
印
〉

資料:第21表に同じ。
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1904 8.7 0.37 2.11 0.31 5.94 0.82 1. 00 4.80(20) 0.15 0.82 23.3. 12.6 11 

05 10.81 0.42 2.20 0.31 7.88 0.82 1. 37 6.12(24) 0.30 0.91 30.9 16.1 11. 

06 13.21 0.49 2.36 0.52 9.83 0.91 1. 76 7.65(30) 0.40 0.92 38.5 19.3 12 

。7 13.85 0.48 2.65 0.55 10.18 0.92 1. 83 7.65(30) 0.45 1. 17 39.9 19.8 12. 

08 13.81 0.61 2.72 0.52 9.97 1. 17 1. 77 7.62(27) 0.45 1. 30 27.7 15.0 12 

09 16.62 0.76 2.90 0.64 12.32 1. 30 2.18 9.72(27) 0.45 1.27 34.2 17.9 12. 

10 17.62 0.84 3.15 0.69 12.95 1. 27 2.20 9.72(27) 0.45 0.50 1. 35 36.0 18.6 15 

11 20.22 0.99 3.46 0.99 14.79 1. 35 2.57 10.08(30) 0.50 0.50 1.77 41. 0 20.7 16. 

12 22.97 1. 08 4.07 0.99 16.84 1. 77 2.58 10.08(30) 0.25 1.00 2.25 1. 73 46.8 22.8 18. 

13 21. 87 1. 49 4.45 1. 28 14.66 1. 73 2.34 10.08く30) 。.50 1.00 1. 74 40.7 20.4 18. 

14 19.07 1. 50 4.69 2.00 10.87 1. 74 8.60(20) 0.40 1. 78 21. 7 12.4 16. 

第 25表へヒストの損益計算および利益率と減価償却率
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資料:第22表に同じ。



ドイツ化学工業独占体の展開力日来 69 (685) 

おいても 15%前後の安定した水準で推移していたのである。この点をいま少

し立入ってみよう。 3社の損益計算および利益率を示す第 23，24， 25表に

よれば， 3社の収益性はきわめて良好であったことがわかる。 1908，09年に

は利益率の低下がみられるが，この時点で最も低いベー・アー・エス・エフ

の自己資本利益率でさえ， 10%を上廻っていたので、ある。もっとも，ひとく

ちに高収益といっても， 3社間宅、は差異があったことも事実である。 3社同

盟内では，バイヤーの利益率はベー・アー・エス・エフのそれよりも高いが，

後者も 1912，13年には上昇してその差を縮めている。 12，13年といえば，

ベー・アー・エス・エフでアンモニア合成が軌道に乗りはじめた時期だった

のである。他方，両社の中間，あるいはベー・アー・エス・エフ以下であっ

たへヒストの利益率も， 10-13年にはバイヤーのそれと同じ水準に上昇し

た。また，利益率と密接な関係をもっ減価償却率も，前者と対応した動きを

示している。すなわち， へヒストの減価償却率は， 1905-09年には 12%で

やや低いが，それ以降は 15%をこえる水準にあったし，ベー・アー・エス・

エフ，バイヤ一両社のそれも，わずかな例外を別として 15%以半で推移して

おり， 20%をこえる年も少なくないのである。 3社がともに高収益を持続し

ていたことは明らかであろう。

つぎに，資産の側に目を移せば，固定設備の動きで、は 3社三様である 0'染

料以外の分野への進出に積極的で、あったバイヤーの固定設備は年々着実に増

大し， 1904-13年の資産総額増加分に対するその寄与率は 92% にも達して

いた。これに対して 3社連合内部での合理化に力を注いだへ己ストのそれ

は，絶対額の増加もわずかであり，資産総額に対するその割合も小さし、。ベ

ー・アー・エス・エフでは，固定設備の絶対額の減少すらみられたが，オッ

パウ工場が建設された 1913年にはそれは一挙に増大した。 ζ うした固定設

備の動きの多様さに反して，棚卸資産の割合は， 3社でともに減少している。

へヒストでは 3社連合の 2社への原料・中間製品の供給， 販売機構の整

備によって， 3社同盟の 2社では， ヲウグステ・ヴィクトリア炭鉱の買収な

どによって，在庫が縮小されたことによるものと考えられる。また，参与・
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証券勘定が 10%以上の割合を占めるにいたっていることでも 3社は共通し

ている。これは，アウグステ・ヴィグトリア炭鉱の買収，ノルウェーやイギ

リスにおける子会社の設立， 3社連合における株式の相互保有などによるも

のであり，この時期のドイツ・ターノレ染料企業の発展のー側面を示している。

さらに，へヒストの場合には，諸債権の比重が高くなっていることが注目さ

れる。この内容は明らかではないが， 3社連合の展開にともなって， カッセ

ラ，カレの 2社に対する売掛金がこのなかでかなりの割合を占めていたと推

測することも可能であろう。最後に，現金・手形は，企業間で，また同一企

業をとっても年によって差があるが，いずれにおいてもほぼ 10%以上の割合

を占めていた。そして，これに諸債権を加えた額は諸負債を大きく上廻って

いた。ここにも 3企業の収益性のよさが示されているのである。

1)この増資がいかにおこなわれたのか，ベー・アー・エス・エブ，バイヤー 2社の場

合には記録されている。すなわち，それぞれの場合，銀行コンゾルティウム ドイ

ツ銀行が引きうけ，それらは，いずれも， 105%の相場， 売却期日までの利子付き

で， 旧株7に対!して新株5が購入されるように売り出した。 Badische Anilin-& 

Soda-Fabrik Ludwigshafen/R. Bericht des Vorstandes und Aufsichtrates uber 

das Jahr 1907; Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. Elherfeld. 

Bericht des Vorstandes und des Aufsichtrates pro. 31. Dezember 1907. 

2)両社の聞では利益額にもかなりの差があった。同じく 3社同盟の構成企業であり，

利益をプール1し，同比率で配分することになっていた両社の聞で、このような差があ

ることは問題であった。ハーパーによれば，パイヤーとアグファとはベー・アー・

エス・エフに対して業績の改善を要求し，後者がこれを拒否したために，両者間の

人的関係は冷却したのであった。L.F. Haber， 1900-1930， p. 126. 

おわりに

これまでの考察を総括しよう。

1904年に 2つの利益共同体を成立させたドイツ・タール染料工業をとり

まく諸条件は必ずしも有利なものばかりではなかった。なかでも，天然染料

に対する代替過程がほぼ完了することによって，タール染料に対する需要が

繊維工業の動向によって直接規定されはじめながら，タール染料内部におい
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ては技術開発が飽和しつつあったことは重大であった。こうしたなかにあっ

て， ドイツ・タ…ル染料企業の対応は 2つの事患をもっていた。

その lつは，従来の染料，薬品の分野において，一方では競争の持鋭によ

って側格低務の臨止をはかりながら，他方では，生産方法の改良や原料・中

間製品部門の強化・拡大，さらには販売機構の鞍理・統合によってコストの

低減につとめるということであやた。そして，ここにおいて 2つの務益共同

体は，議饗な役離を果たしたのである。ただし 3社連合と 3社調理とはそ

の性絡を異にしていたから， うえのような機能においても慈が出てくるのは

当然であり，それは，それぞれを構成する企業の発展のあり方にも影響を及

ぼすこととなった。こうした相違が，ヘヒストとベ…・アー・エス・エブ，

バイヤー間社との資金鍔達や灘患にも反挟していることは，すでにみてきた

とおりである。

対応、の第2は染料以外の分野への進出である。ここの範閉や方向は企業によ

ってまちまちであったが，そのなかでlつの中心をなしたのは，染料生産に

とって原料の意味をもっ無機化学品やターノレセ原料とする医薬品，写真憐係

製品の分野であった。染料生産と関連の深いこうした分野への進出は以前か

らみられたものであり，そのこと自体をとってみれば笛新しいものではなか

ったが， うえにみたような染料工業の発展状況のなかで，従来よりも

要性を増しつつあったものと考えられる。だが，それだけではなかった。こ

の時期には，説中窒禁固定化やゴム合成の企業化といったまったく新しい開

題弘研究開発のテーマとして取組まれ始めていたのである。もっとも，こ

れらは努易に議成されうるものではなかった。すでにみたように窓額の費用

と多大の精力をかけて行なわれたベ-.アー・ニιス・エフのアンモニユア合成

の企業化が本格化したのは 1913年であったし，ゴム合成の企業化は失敗に終

ったのである。

以上のように， ドイツ・タ…ル染料企業は，それぞれに濫心のおき方会異

にしていたとはいえ，いずれも，タール染料の製造を中心としながらも，そ

れと関連の深い無機化学品や薬品などの分野の比鷺を増大させ，さらには，
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新分野の開発にも着手していた。そして，こうした発展は一貫した高収議を

保持するなかでなされたのである。というよりもむしろ，従来からの技術力

の催位を藷礎としてタ←Jレをと謀本E華料とする染料や薬品分野で高収益を実現

していたことが，確率の高くない新分野の開発に取組むことを可能にしたと

いうべきであろう。じつに，この潟収益は， ドイツの工業語部門のなかでタ

ーノレ染料部門をきわだた告をていたのである。

1914年7Jlに勃発した第 1次世界大戦はドイツ・タ…Jレ染料工業をあぐ

る諮条件宏一変'dぜた。そのなかで，当時すでにその萌芽がみられたタール

染料企業の発展方向は，加速され，増格lされた。そしてそれによって，タ

ノレ染料企業だけでなく y ドイツ化学工業全体が玄きな変貌なとげることとな

るのであるo

〈付記〉本織は， 1981年度文部省科学研究費一義史研究 (c)による研究成果の工務勺あるる


